
 

令和５年度「山陽小野田市障害福祉計画検討委員会」 第 1 回 

 

と き 令和５年１０月３日（火）14:00～ 

ところ 高千帆地域交流センター分館 

 2 階 会議室 

 

 

会 議 次 第 

 
１ 辞令交付 

 
２ 福祉部長あいさつ 
 
３ 委員紹介 

 
４ 会長あいさつ 
 
５ 議事 

（１）第５次山陽小野田市障がい者計画（案）について 

（２）第７期山陽小野田市障がい福祉計画・第３期山陽小野田市障がい児福

祉計画（案）について 

（３）第２回「山陽小野田市障害福祉計画検討委員会」開催日について 

 

○配布資料 

【資料１】「山陽小野田市障害福祉計画検討委員会」委員名簿 

【資料２】関係法令等 

【資料３】国第５次基本計画概要 

【資料４】第５次山陽小野田市障がい者計画（案） 

【資料５】第７期山陽小野田市障がい福祉計画・第３期山陽小野田市障がい

児福祉計画（案） 

 



 

 

資料 1 
 

「山陽小野田市障害福祉計画検討委員会」委員名簿 

任期：令和４年１０月１日～令和6年９月３０日 

 所属機関・団体名 委員氏名 

1 山陽小野田市地域包括支援センター運営協議会 上 村 篤 子 

2 山陽小野田精神保健家族会 臼 井 文 子 

3 山陽小野田市社会福祉協議会 沖 野  浩 

4 一般公募 中 川 正 治 

5 宇部公共職業安定所 西 尾 健太郎 

6 山陽小野田市社会福祉事業団 西 村 浩 之 

7 山口大学 大学院医学系研究科 長 谷 亮 佑 

8 山陽小野田医師会 廣 田 勝 弘 

9 山陽ボランティア連絡協議会 福 山 厚 子 

10 障害者就業・生活支援センター 藤 井  淳 

11 小野田ボランティア連絡協議会 藤 井 礼 子 

12 山陽小野田市障害者協議会 宮 川 力 雄 

13 山陽小野田市民生児童委員協議会  安 田 克 己 

14 山陽小野田市教育委員会 山 縣 利 恵 

15 一般公募 山 田 起 代 

16 相談支援事業所のぞみ 吉 見 兆 生 

17 こども発達支援センターとことこ 吉 水 多加志 

令和５年９月１日現在 

（50音順、敬称略） 



 

 

資料 2 
 

 

 

 

 

関 係 法 令 等 
 

 

 

○ 山陽小野田市執行機関の附属機関に関する条例 ·· Ｐ１ 

○「山陽小野田市障害福祉計画検討委員会規則」 ··· Ｐ２ 

○「障害者基本法」・「障害者総合支援法」（抜粋） ·· Ｐ３ 

○ 児童福祉法（抜粋） ·············· Ｐ４ 

 

 

 

 

  



１ 

 

 

 

山陽小野田市執行機関の附属機関に関する条例 

平成１７年３月２２日条例第３０号 

最新改正 令和２年３月３１日条例第６号 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づ

く執行機関の附属機関の設置については、法令又は他の条例に特別の定めがあるも

のを除くほか、この条例の定めるところによる。 

（設置） 

第２条 本市の執行機関の附属機関（次条において「附属機関」という。）として、別

表に掲げるものを置く。 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

別表（第２条関係）  ※関係附属機関を抜粋 

附属機関の属

する執行機関 
附属機関 担任する事務 

市長 山陽小野田市障害福祉

計画検討委員会 

山陽小野田市の障害福祉計画について、検討

すること。 

山陽小野田市自立支援

協議会 

障害者の地域での自立を目指し、山陽小野田

市の障害者の課題について協議すること。 

山陽小野田市地域福祉

計画推進委員会 

地域福祉計画の総合的かつ計画的な推進に

関する事項を調査し、審議すること。 

  



２ 

 

山陽小野田市障害福祉計画検討委員会規則 

平成１８年７月２７日規則第４１号 

改正 平成２１年８月１４日規則第３５号 

平成２２年３月３１日規則第１８号 

平成２７年３月３１日規則第３０号 

平成２７年１２月１７日規則第５４号 

平成３０年３月３０日規則第１４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、山陽小野田市執行機関の附属機関に関する条例（平成１７年

山陽小野田市条例第３０号）第３条の規定に基づき、山陽小野田市障害福祉計画

検討委員会（以下「委員会」という。）の組織、運営その他必要な事項について

定めるものとする。 

（委員） 

第２条 委員会の委員は、１８人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が

委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 公募により選出された市民 

(3) 保健・医療・福祉関係者 

(4) 障害福祉に係る団体 

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第３条 委員会に会長及び副会長を各１人置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職

務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。 

（雑則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が

委員会に諮って定める。 



３ 

 

 

○障害者基本法（抜粋） 

 

（障害者基本計画等）  

第十一条  政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的か

つ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画（以下

「障害者基本計画」という。）を策定しなければならない。  

２  都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における

障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する

基本的な計画（以下「都道府県障害者計画」という。）を策定しなければなら

ない。  

３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、

当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のた

めの施策に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定し

なければならない。 

 

 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（抜粋） 

（障害者総合支援法） 

 

（市町村障害福祉計画）  

第八十八条  市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保そ

の他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計

画」という。）を定めるものとする。  

２  市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る

目標に関する事項  

二  各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談

支援の種類ごとの必要な量の見込み  

三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項  

３  市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事

項について定めるよう努めるものとする。  

一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支

援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策  

二  前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支

援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育

機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関

その他の関係機関との連携に関する事項  

 



４ 

 

 

 

○児童福祉法（抜粋） 

 

（市町村障害児福祉計画） 

第三十三条の二十 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相

談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実

施に関する計画（以下「市町村障害児福祉計画」という。）を定めるものとす

る。 

２ 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事 

 項 

二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見 

込量 

３ 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げ

る 

事項について定めるよう努めるものとする。 

一 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込

量の確保のための方策 

二 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る

医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 



【位置付け】政府が講ずる障害者施策の最も基本的な計画（障害者基本法第11条に基づき策定。また障害者情報アクセ
シビリティ・コミュニケーション施策推進法第９条第１項の規定に基づき、同法の規定の趣旨を踏まえ策定。）

【計画期間】令和５(2023)年度から令和９(2027)年度までの５年間
【検討経緯】障害者政策委員会（障害当事者等で構成される内閣府の法定審議会）での１年以上にわたる審議を経て、

令和４年12月に取りまとめられた障害者政策委員会の意見に即して、政府で基本計画案を作成

Ⅰ 第５次障害者基本計画とは

Ⅱ 総論の主な内容

第５次障害者基本計画 概要

Ⅲ 各論の主な内容（１１の分野）
９．雇用・就業、経済的自立の支援
10．文化芸術活動・スポーツ等の振興
11．国際社会での協力・連携の推進

１．基本理念
○ 共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあら

ゆる活動に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう
支援するとともに、障害者の社会参加を制約する社会的障壁を除去
するため、施策の基本的な方向を定める。

２．基本原則
○ 地域社会における共生等、差別の禁止、国際的協調
３．社会情勢の変化
○ 2020年東京オリンピック・パラリンピックのレガシー継承
○ 新型コロナウイルス感染症拡大とその対応
○ 持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現（ＳＤＧｓの視点）

４．各分野に共通する横断的視点
○ 条約の理念の尊重及び整合性の確保
○ 共生社会の実現に資する取組の推進
○ 当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援
○ 障害特性等に配慮したきめ細かい支援
○ 障害のある女性、こども及び高齢者に配慮した取組の推進
○ ＰＤＣＡサイクル等を通じた実効性のある取組の推進
５．施策の円滑な推進
○ 連携・協力の確保、理解促進・広報啓発に係る取組等の推進

・本基本計画は、障害者を必要な支援を受けながら自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体として捉えた上で、施策を総合的・計画的に
推進することで、条約が目指す社会の実現につなげる。加えて、障害者への偏見や差別の払拭、「障害の社会モデル」等障害者の人権の確保の上で基本
となる考え方等への理解促進に取り組み、多様性と包摂性のある社会の実現を目指すことが重要であり、政府において各分野の施策を実施する。
・令和４年９月に、障害者権利委員会の見解及び勧告を含めた総括所見が採択・公表され多岐にわたる事項に関し見解等が示されたことを受け、各府省
において、本基本計画に盛り込まれていない事項も含め、勧告等を踏まえた適切な検討や対応が求められる。
・世界に誇れる共生社会の実現を目指して、政府全体で不断に取組を進めていく。

１．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止
２．安全・安心な生活環境の整備
３．情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実
４．防災、防犯等の推進

５．行政等における配慮の充実
６．保健・医療の推進
７．自立した生活の支援・意思決定支援の推進
８．教育の振興

Ⅳ おわりに（～今後に向けて～）
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長方形

21347
タイプライターテキスト
資料3



２．安全・安心な生活環境の整備

○移動しやすい環境の整備、まちづくりの総合的な推進
・公共交通機関や多数の者が利用する建築物のバリアフリー化
・接遇ガイドライン等の普及・啓発等の「心のバリアフリー」の推進
・歩道が設置されていない道路や踏切道の在り方について検討、信号機等の
整備

・国立公園等の主要な利用施設のバリアフリー化や情報提供等の推進

３．情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実

○障害者に配慮した情報通信･放送･出版の普及、意思疎通支援の人材育
成やサービスの利用促進

・情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法に基づく施策の充実
・公共インフラとしての電話リレーサービス提供の充実
・手話通訳者や点訳者等の育成、確保、派遣

Ⅴ 各論の主な内容

第５次障害者基本計画 概要

５．行政等における配慮の充実

〇司法手続や選挙における合理的配慮の提供等
・司法手続(民事・刑事）における意思疎通手段の確保
・障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実、投票機会の確保
・国家資格試験の実施等に当たり障害特性に応じた合理的配慮の提供

○総合的な就労支援
・地域の関係機関が連携した雇用前･後の一貫した支援、就業･生活両面の一体的支援
・雇用・就業施策と福祉施策の組合せの下、年金や諸手当の支給、税制優遇措
置、各種支援制度の運用

・農業分野での障害者の就労支援（農福連携）の推進

○インクルーシブ教育システムの推進・教育環境の整備
・自校通級、巡回通級の充実をはじめとする通級による指導の一層の普及
・教職員の障害に対する理解や特別支援教育に係る専門性を深める取組の推進
・病気療養児へのICTを活用した学習機会の確保の促進

１０．文化芸術活動・スポーツ等の振興

○障害者の芸術文化活動への参加、スポーツに親しめる環境の整備
・障害者の地域における文化芸術活動の環境づくり
・日本国際博覧会（大阪・関西万博）の施設整備、文化芸術の発信などの環境づくり
・障害の有無に関わらずスポーツを行うことのできる環境づくり

○精神障害者の早期退院と地域移行、社会的入院の解消
・切れ目のない退院後の精神障害者への支援
・精神科病院に入院中の患者の権利擁護等のため、病院を訪問して行う
相談支援の仕組みの構築

・精神科病院における非自発的入院のあり方及び身体拘束等に関する課
題の整理を進め、必要な見直しについて検討

７．自立した生活の支援・意思決定支援の推進

○意思決定支援の推進、相談支援体制の構築、地域移行支援・在宅サー
ビス等の充実

・ヤングケアラーを含む家族支援、サービス提供体制の確保
・障害のあるこどもに対する支援の充実

６．保健・医療の推進

９．雇用・就業、経済的自立の支援

１１．国際社会での協力・連携の推進

○文化芸術・スポーツを含む障害者の国際交流の推進
・障害者分野における国際協力への積極的な取組
・障害者の文化芸術など日本の多様な魅力を発信

○災害発生時における障害特性に配慮した支援
・福祉避難所、車いす利用者も使える仮設住宅の確保
・福祉・防災の関係者が連携した個別避難計画等の策定、実効性の確保
・障害特性に配慮した事故や災害時の情報伝達体制の整備

４．防災、防犯等の推進

○社会のあらゆる場面における障害者差別の解消
・家族に対する相談支援や障害福祉サービス事業所等における虐待防止
委員会の設置等、虐待の早期発見や防止に向けた取組

・障害福祉サービスの提供に当たり、利用者の意思に反した異性介助が
行われることがないよう、取組を推進

・改正障害者差別解消法の円滑な施行に向けた取組等の推進

１．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止

８．教育の振興
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第１章 計画の策定に当たって 

 

１  計画策定の趣旨  

 

本市は、平成３０年（２０１８年）３月に、「第４次山陽小野田市障がい者計

画」を策定し、「第６期山陽小野田市障がい福祉計画」「第２期山陽小野田市障

がい児福祉計画」とあわせて、障がい者及び障がい児の福祉施策を推進してき

ました。  

国においては、「障害者基本法」第１条において、全ての国民が、障がいの有

無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会を実現すること、障がい者の自立及び社会参加の支援等のための施

策を総合的かつ計画的に推進することを定めています。  

この「障害者基本法」の下、障がい者差別の解消、障がい者に対する福祉サ

ービスの提供、障がい者雇用の拡充、障がい者の社会参加を支援するこころの

バリアフリー推進などの様々な施策が展開され、国及び地方公共団体がそれぞ

れの役割分担の下で、取組を進めています。  

こうした中で、現在の「第４次山陽小野田市障がい者計画」の計画期間が令

和６年３月に満了となることから、これまでの進捗状況を踏まえ、国の様々な

障がい者施策の変化を反映させることを目的として、令和６年度からの６年間

を計画期間とする「第５次山陽小野田市障がい者計画」を策定します。あわせ

て、具体的な障がい福祉サービスの提供量等を示す「第７期山陽小野田市障が

い福祉計画」「第３期山陽小野田市障がい児福祉計画」を策定し、本市の障がい

者及び障がい児の福祉施策を一体的かつ効率的に推進します。  
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計画の位置付け及び役割  

 

本計画は、「障害者基本法」を根拠とする「障害者基本計画」です。国の「障

害者基本計画（第 5 次）」、山口県の「やまぐち障害者いきいきプラン」、本市

の「山陽小野田市総合計画」及び「山陽小野田市地域福祉計画」を上位計画と

し、「山陽小野田市障がい福祉計画」や「山陽小野田市障がい児福祉計画」との

整合性を図りながら、障がい者施策を推進するための基本目標、基本方針を定

めることにより、その方向性と内容を明らかにし、今後の障がい福祉施策推進

のための指針となるものです。  

 

○山陽小野田市障がい者計画  

根拠法  「障害者基本法」第 11 条第 3 項  

役割  
障がい者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的

かつ計画的な推進を図ることを目的とした中長期的な計画  

計画期間  第５次：令和６年度～令和 11 年度（6 年間）  

 

○山陽小野田市障がい福祉計画  

根拠法  「障害者総合支援法」第 88 条第 1 項  

役割  
障がい福祉サービス等の見込量、確保の方策を定める３年を

１期とする計画  

計画期間  
第７期：令和６年度～令和 8 年度（３年間）  

第８期：令和９年度～令和 11 年度（３年間）  

 

○山陽小野田市障がい児福祉計画  

根拠法  「児童福祉法」第 33 条の 20 第 1 項  

役割  
障がい児通所支援等の見込量、確保の方策を定める３年を１

期とする計画  

計画期間  
第３期：令和６年度～令和８年度（３年間）  

第４期：令和９年度～令和 11 年度（３年間）  

 

  

２  
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○計画の位置付けと関連計画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
計画の期間  

 

計画名  
令和  

６年度  

令和  

７年度  

令和  

８年度  

令和  

９年度  

令和  

10 年度  

令和  

11 年度  

山陽小野田市  

障がい者計画  

 

山陽小野田市  

障がい福祉計画  

  

山陽小野田市  

障がい児福祉計画  

  

市  

山
陽
小
野
田
市
地
域
福
祉
計
画 

山
陽
小
野
田
市
総
合
計
画 

３  

県  

国  

「障害者基本法」  
「障害者  

総合支援法」  
児童福祉法  

「障害者基本計画  

（第 5 次）」  

「障害福祉サービス等及び障害児通所  

支援等の円滑な実施を確保するため  

の基本的な指針」  

「やまぐち障害者  

いきいきプラン」  
「山口県障害福祉サービス実施計画」  

山陽小野田市障がい福祉計画  

 

山陽小野田市障がい児福祉計画  

山陽小野田市  

障がい者計画  

第４期  

 

第 7 期  

 

第８期  

 

第３期  

第５次  
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計画の対象者  

 

 この計画における障がい者は、「障害者総合支援法」に基づき、「身体障害

者、知的障害者、及び精神障害者（発達障害者を含む。）並びに難病の人 ※」

とします。  

また、この計画における障がい児は、児童福祉法に基づき、「身体に障害の

ある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童（発達障害児を含む。）

又は難病の児童※」とします。  

※難病の人、難病の児童  

治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるもの

による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者。  

  

４  

○障害者基本法  

第２条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。  

(1)障害者  身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の

障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により

継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。  

(2) 略  

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）  

第４条  この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害

者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち１８歳以上である者及び精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者（発達障害者支援法第２条第２

項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精

神障害者」という。）のうち１８歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病

その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定

める程度である者であって１８歳以上であるものをいう。  

２  この法律において「障害児」とは、児童福祉法第４条第２項に規定する障害児をいう。 

○児童福祉法  

第４条  この法律で、児童とは、満１８歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 

(1) 乳児  満１歳に満たない者  

(2) 幼児  満１歳から、小学校就学の始期に達するまでの者  

(3) 少年  小学校就学の始期から、満１８歳に達するまでの者  

２  この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害

のある児童（発達障害者支援法第２条第２項に規定する発達障害児を含む。）又は治療

方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程度

が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。  

○発達障害者支援法  

第２条  この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎

性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって

その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。  

２  この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活または社会

生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは発達障害者のうち１８歳未満のもの

をいう。  
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計画の策定体制  

 

（１）アンケート調査の実施  

障がいのある人が暮らしやすいまちづくりを進めるための基礎資料とするこ

とを目的として、①「障害者手帳」所持者、②児童通所サービス利用保護者及

び特別支援学級在籍児童・生徒の保護者、③①と②を除く市民に対し、アンケ

ート調査を実施しました。  

 

（２）「山陽小野田市障害福祉計画検討委員会」での検討  

学識経験者、保健・医療・福祉関係者、障がい福祉に係る団体の代表者、市

民等で構成される「山陽小野田市障害福祉計画検討委員会」を開催し、幅広い

見地から検討を行いました。  

 

（３）市民意見公募（パブリックコメント）の実施  

計画の趣旨や内容等に対し、広く市民から意見や情報を求め、これを考慮し

た計画を策定するため、計画に対する市民意見公募（パブリックコメント）を

実施します。  

 

 

 
計画の推進体制と進行管理  

 

本市における障がい者施策の推進に当たっては、関係各部署の主体的な取組

はもとより、雇用、教育、医療等の様々な分野と連携した体制構築や総合的な

取組が必要です。  

また、本計画における実効性を確保するために、学識経験者、保健・医療・

福祉関係者、障がい福祉に係る団体の代表者、市民等で構成される「山陽小野

田市障害福祉計画検討委員会」を開催しています。同委員会では計画の達成状

況を点検することで進捗状況を把握し、分析・評価や課題の抽出など適切な進

行管理を行い、課題等については関係者からの意見を集約しながら PDCA サ

イクルに基づいて着実な推進を図ります。  

５  

６  
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第２章  障がい者を取り巻く現状について 

 

１  障がい者の現状  

 

(1) 障がい者手帳所持者数の推移  

本市の障がい者手帳の所持者数は減少傾向にあり、身体障がい、知的障

がい、精神障がいを合わせて、令和５年度（ 2023 年度）４月１日現在で

3,502 人となり、令和２年度（ 2020 年度）と比較して 49 人、市人口比

で 0.1％減少しています。  

障がい者別の内訳でみると、「身体障害者手帳」の所持者が 2,459 人、

療育手帳の所持者が 548 人、「精神障害者保健福祉手帳」の所持者が 495

人となっています。  

障がい者手帳の所持者数は、市の人口の６％です。  

 

（各年度４月１日現在）（人）  

区分  平成 29 年度  令和 2 年度  令和５年度  

身体障害者手帳  2 ,771 2 ,627 2 ,459 

療育手帳  504 515 548 

精神障害者保健福祉手帳  378 409 495 

合計  3 ,653 3 ,551 3 ,502 

市人口  63,777 62,059 59,797 

市人口比（％）  5 .73 5 .72 5 .86 

 
※市人口は住民基本台帳に基づく市民課集計数  
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(2) 「身体障害者手帳」所持者の状況  

①等級別所持者数  

令和５年度（2023 年度）の「身体障害者手帳」所持者数は 2,459 人

で、人口比では減少傾向にあります。  

「身体障害者手帳」所持者数全体に占める割合は重度が多く、障がい

等級が 1 級から３級までの方は全体の６３％です。  

障がいの等級については、1 級から 7 級まであり、1 級が最重度で

す。（手帳の交付は 6 級までです）  

（各年度４月１日現在）（人）  

等級  平成 29 年度  令和 2 年度  令和５年度  

1 級  898 854 770 

2 級  388 336 300 

3 級  533 501 490 

4 級  663 640 604 

5 級  135 136 139 

6 級  154 160 156 

合計  2 ,771 2 ,627 2 ,459 

市人口  63,777 62,059 59,797 

市人口比（％）  4 .34 4 .23 4 .11 

※市人口は住民基本台帳に基づく市民課集計数  

 

令和５年度（ 2023 年度）「身体障害者手帳」等級別所持者の割合  

 

 

 

 

 

 

  

1級, 770人

（31％）

2級, 300人

（12％）

3級, 490人

（20％）

4級, 604人 

（25％）

5級, 139人

（ 6％）
6級, 1５6人

（6％）

0

5
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1級 2級 3級 4級 5級 6級
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 ②年齢別所持者数  

令和５年度（2023 年度）の「身体障害者手帳」の所持者数のうち、

６５歳以上の高齢者の割合は 79％と、身体障がい者における高齢者の割

合が高くなっています。  

（各年度 4 月１日現在）（人）  

年齢  平成 29 年度  令和 2 年度  令和 5 年度  
令和 5 年度  

割合  

０ 歳 ～ 5 歳 6 3 4 0 .2% 

6 歳～17 歳 38 28 20 0 .8% 

18 歳～59 歳 386 368 350 14.2% 

60 歳～64 歳 247 165 136 5.5% 

6 5 歳 以 上 2 ,094 2 ,063 1,949 79.3% 

合計  2 ,771 2 ,627 2 ,459 100.0% 

 

 

 

 ③障がい種別所持者数  

  障がいの種別では、肢体不自由が最も多く、次いで内部障がい、聴

覚・平衡機能障がいとなっています。  

令和５年度（ 2023 年度）障がい種別所持者数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※障がいが重複する方がいるため、手帳所持者数の合計とは一致しない。  

  

1,553人
□肢体不自由

50人
□音声・言語・そしゃく機能障がい179人

□視覚障がい

266人
□聴覚・平衡機能障がい

945人
□内部障がい
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障がい種別の内訳  

（各年度 4 月１日現在）（人）  

 平成 29 年度  令和 2 年度  令和５年度  

視覚障がい  193 176 179 

聴覚障がい  244 255 257 

平衡機能障がい  10 7 9 

音声・言語・そしゃく機能障がい  60 51 50 

肢体不自由（上肢）  587 522 474 

肢体不自由（下肢）  1 ,136 997 876 

肢体不自由（体幹）  142 131 136 

肢体不自由（脳原上肢）  31 31 29 

肢体不自由（脳原移動）  40 40 38 

心臓機能障がい  571 578 554 

じん臓機能障がい  208 210 199 

呼吸器機能障がい  86 79 59 

ぼうこう・直腸機能障がい  111 127 119 

小腸機能障がい  3 1 1 

免疫機能障がい  4 5 5 

肝臓機能障がい  6 8 8 

合計  3 ,432 3 ,218 2 ,993 

※障がいが重複する方がいるため、手帳所持者数の合計とは一致しない。  
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(3) 療育手帳所持者の状況  

 ①年齢別・程度別所持者数  

令和５年度（2023 年度）の療育手帳所持者数は 548 人で、年々増加

傾向にあります。  

障がいの程度については、A と B があり、A が重度、B が中度・軽度で

す。  

（各年度 4 月１日現在）（人）  

年齢  程度  平成 29 年度  令和 2 年度  令和 5 年度  

18 歳  

未満  

A 26 30 23 

B 89 92 79 

合計  115 122 102 

18 歳  

以上  

A 166 145 176 

B 223 248 270 

合計  389 393 446 

合計  

A 192 175 199 

B 312 340 349 

総合計  504 515 548 

市人口  63,777 62,059 59,797 

市人口比（％）  0 .79 0 .83 0 .92 

※市人口は住民基本台帳に基づく市民課集計数  

（人）  

  

A B A B

18歳未満 18歳未満 18歳以上 18歳以上

平成29年度 26 89 166 223

令和2年度 30 92 145 248

令和5年度 23 79 176 270

0

50

100

150

200

250

300

平成29年度 令和2年度 令和5年度
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(4) 「精神障害者保健福祉手帳」所持者の状況  

①年齢別・等級別所持者数  

令和５年度（2023 年度）の「精神障害者保健福祉手帳」所持者数は 495

人で、年々増加傾向にあります。  

障がいの等級については、1 級から 3 級まであり、1 級が最重度です。 

（各年度 4 月 1 日現在）（人）  

年齢  等級  平成 29 年度  令和 2 年度  令和 5 年度  

18 歳  

未満  

1 級  1 0 0 

2 級  2 2 1 

3 級  13 18 17 

合計  16 20 18 

18 歳  

以上  

1 級  84 78 82 

2 級  175 179 208 

3 級  103 132 187 

合計  362 389 477 

合計  

1 級  85 78 82 

2 級  177 181 209 

3 級  116 150 204 

総合計  378 409 495 

市人口  63,777 62,059 59,797 

市人口比（％）  0 .59 0 .66 0 .83 

※市人口は住民基本台帳に基づく市民課集計数  

令和 5 年度「精神障害者保健福祉手帳」等級別所持者の割合  

 

 

 

 

 

 

 

  

1級

82人（17%）

2級

209人（42%）

3級

204人（41%）
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②「精神障害者保健福祉手帳」所持者のうち、自立支援医療（精神

通院医療）受給者の割合  

「精神障害者保健福祉手帳」の所持者の中で、自立支援医療（精神通院

医療）の受給者は 73％を超えています。  

（各年度 4 月 1 日現在）（人）  

状況  平成 29 年度  令和 2 年度  令和 5 年度  

手帳所持者数  378 409 495 

精神通院医療受給者数  248 305 362 

割合（％）  65.6  74.6  73.1  

 

(5) 自立支援医療（精神通院医療）受給者の状況  

自立支援医療（精神通院医療）受給者数は増加傾向にあり、受給に合わ

せて障害福祉サービスの給付も増えています。  

（各年度 4 月 1 日現在）（人）  

状況  平成 29 年度  令和 2 年度  令和 5 年度  

精神通院医療受給者数  1 ,019 1,128 1,134 
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(6) 「障害支援区分」審査判定の状況  

障がい福祉サービスのうち、介護給付のサービスを利用するため

には、「障害支援区分」の判定が必要となります。  

「障害支援区分」は、障がいの多様な特性その他の心身の状態に応

じて、必要とされる支援の度合いを総合的に示すもので、1 から 6 ま

であり、6 が最重度です。  

「障害支援区分」は、聞き取りによる認定調査の一次判定結果及び

医師意見書により、「障害支援区分認定審査会」において認定します。 

 

●「障害支援区分」の認定状況  

令和５年 4 月１日現在（人）  

区分  
非該

当  
1 2 3 4 5 6 合計  

身体  

在宅者  0 0 4 6 5 7 13 35 

施設入所者  0 0 0 1 2 3 25 31 

知的  

在宅者  0 4 15 32 27 35 12 125 

施設入所者  0 0 0 4 10 18 30 62 

精神  

在宅者  0 3 14 8 2 0 1 28 

施設入所者  0 0 0 0 1 0 0 1 

合計  

在宅者  0 7 33 46 34 42 26 188 

施設入所者  0 0 0 5 13 21 55 94 

割合  

（％）  

在宅者  0 100 100 90.2  72.3  66.7  32.1  66.7  

施設入所者  0 0 ０  9 .8  27.7  33.3  67.9  33.3  
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(7) 障がい者の雇用状況  

民間企業における「障害者法定雇用率」は、令和 3 年（ 2021 年）3

月に 2.２％から 2.３％へ引き上げられ、対象となる事業主の範囲は、従

業員 45.5 人以上から 43.5 人以上に変更になりました。  

さらに、令和６年（ 2024 年） 4 月以降「障害者法定雇用率」は

2.5％に引き上げられ、対象となる事業主の範囲は、従業員 40.0 人以上

と強化されます。  

障がい者の一般就労については、公共職業安定所での求職や相談のほ

か、就労継続支援事業所、就労移行支援事業所、就労定着支援事業所や

「障害者就業・生活支援センター」などが支援を行っています。  

 

公共職業安定所調（各年度 6 月１日）  

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和 3 年度 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 度 

管内対象企業数  

（箇所）  
186 184 184 187 180  

管内雇用  

障がい者数（人）  
705.5  715.5  724.5  705.5  694.0   

管内雇用率（％）  2 .19 2 .26 2 .28 2 .21 2 .33  

県雇用率  （％）  2 .58 2 .59 2 .61 2 .60 2 .68 
 

国雇用率  （％）  2 .05 2 .11 2 .15 2 .20 2 .25  

 

※「障害者法定雇用率」・・・「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づ

き、民間企業、国、地方公共団体は、それぞれ一定割合（法定雇用率）に相当

する数以上の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者を雇用しなければ

ならないとされています。  

 

※障がい者数は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の計。  

重度身体障がい者及び重度知的障がい者は、 1 人を 2 人とダブルカウント

を行い、重度身体障がい者以外の身体障がい者である短時間労働者、重度知的

障がい者以外の知的障がい者である短時間労働者及び精神障がい者の短時間労

働者は 1 人を 0.5 人としてカウントし、重度身体障がい者及び重度知的障が

い者の短時間労働者は 1 人を 1 人としてカウントしています。  

  

照  

会  

中  
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２  障がい者施策に関する法制度等の動き 

 

年  主な法制度等の動き  

H1７  ◆「発達障害者支援法」施行  

H18 

◆「障害者自立支援法」施行  

◆「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリ

アフリー新法）」施行  

H2４  
◆「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法

律（障害者虐待防止法）」施行  

H25 

◆「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（障害者総合支援法）」施行  

◆「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関

する法律（障害者優先調達推進法）」施行  

H26 ◆「障害者の権利に関する条約」批准  

H2７  ◆難病の患者に対する医療等に関する法律施行  

H28 

◆「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別

解消法）」施行  

◆「障害者基本法」改正法施行  

H30 

◆「障害者総合支援法」改正法施行  

◆児童福祉法改正法施行  

◆「障害者雇用促進法」改正法施行  

◆「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」施行  

R2 
◆「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」施行  

〇山陽小野田市笑顔でこころをつなぐ手話言語条例施行  

R3 
◆医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（医療的ケ

ア児支援法）施行  

R4 

◆「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の

推進に関する法律（障害者情報アクセシビリティ・コミュニケー

ション施策推進法）」施行  

□「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」

施行  

R5 ◆「第５次障害者基本計画」閣議決定・国会報告  

R６  

◆「障害者総合支援法」改正法施行予定  

◆「障害者差別解消法」改正法施行予定  

◆「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」適用予

定  

 ◆国の動き、□山口県の動き、〇市の動き  
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３  アンケート調査の概要  

 

（１）調査目的  

計画策定及び今後の市の障がい福祉施策推進のための基礎資料とする

ため、「障害者手帳」所持者、障がい児の保護者、一般市民に対して、アン

ケート調査を行いました。  

 

（２）調査対象者及び人数（基準日：令和４年（2022 年）11 月 1 日） 

①「障害者手帳」所持者  １，１７３人  

「身体障害者手帳」、療育手帳、「精神障害者保健福祉手帳」のいずれか

を所持している障がい者   

②障がい児の保護者  ３２８人  

児童通所サービス利用保護者及び特別支援学級在籍児童・生徒の保護者  

③一般市民  ３，０００人  

「障害者手帳」所持者、障がい児の保護者を除く一般市民  

 

（３）調査方法  

郵送による配布及び回収により実施。  

なお、特別支援学級在籍児童・生徒の保護者については小中学校を通じ

て配布回収。  

 

（４）実施期間  

令和 4 年（2022 年）11 月～令和 5 年（2023 年）1 月  

 

（５）回収結果  

調査対象者  送付数  回収数  回収率  

①「障害者手帳」所持者  1,173 人  573 人  48 .8％  

②  障がい児の保護者  328 人  234 人  71 .3％  

③  一般市民  2 ,992 人  926 人  30 .9％  
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第３章 計画の基本理念と施策体系       

 

１ 基本理念 

 

 

 

 

２ 施策体系 

 

基本理念 

障がいの有無にかかわらず、市民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、

自分らしく共生することができるまちづくり 

計

画 
基本施策 

計

画 
基本事業等 

障

が

い

者

計

画 

１  差別の解消、権利擁護の推進

及び虐待の防止 

２ 安全・安心な生活環境の整備 

３  情報アクセシビリティの向上

及び意思疎通支援の充実 

４ 防災、防犯等の推進 

５ 行政等における配慮の充実 

６ 保健・医療の推進 

７  自立した生活の支援・意思決

定支援の推進 

８ 教育の振興 

９ 雇用・就業、経済的自立の支援 

10 文化芸術活動・スポーツ等の

振興 

障 

が 

い 

福 

祉 

計

画 

・

障

が

い

児

福

祉

計

画 

１ 障がい福祉サービスの充実 

・障がい福祉サービス事業 

・障がい者（児）の保健・医療

の充実事業 

・障がい者の地域生活支援事

業（サービス） 

・障がい者福祉施設管理運営

事業 

・障がい者福祉施設維持整備

事業 

 

 

２ 障がい者が安心して暮らせ

る地域づくり 

・障がい者の社会参加促進事

業 

・バリアフリー推進事業 

・障がい者の地域生活支援事

業（地域づくり） 

障がいの有無にかかわらず、市民が相互に人格と個性を尊重し合

いながら、自分らしく共生することができるまちづくり 
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第４章 施策推進の方向 

 

１ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

 

【基本的な考え方】 

社会のあらゆる場面において障がいを理由とする差別の解消を進めるため、

国・県、障がい者団体等の様々な主体の取組との連携を図りつつ、「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」という。」の

一層の浸透に向けた各種の広報・啓発活動を展開するとともに、事業者や市民

の幅広い理解の下、環境の整備に係る取組を含め、障がい者差別の解消に向け

た取組を幅広く実施することにより、「障害者差別解消法」等の実効性を高めま

す。 

 また、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（以

下「障害者虐待防止法」という。）」の適正な運用を通じて障がい者虐待を防止

するとともに、障がい者の権利侵害の防止や被害の救済を図るため、相談・紛

争解決体制の充実等に取り組むことにより、障がい者の権利擁護のための取組

を着実に推進します。  
 

（１）権利擁護の推進、虐待の防止 

【現状と課題】 

・ 判断能力が不十分な障がい者には市社会福祉協議会と連携を図り、福祉サ

ービスの利用援助、金銭管理、書類の預かりサービスなどを行う日常生活

自立支援事業を周知し、支援しています。 

・ 金銭管理や利用契約に関する判断能力が不十分な障がい者の権利を擁護

するため、市成年後見制度利用促進協議会を通じて、成年後見制度の周知

啓発や利用の促進を図っています。 

・ 成年後見制度の利用に必要な経費の負担が困難な方には、その費用の一部

を助成し、申立人がいない方には、市長が代わって申立人になり、制度の

利用を図ります。 

・ 障がい者虐待に対応するため、市「障害福祉課」に山陽小野田市障がい者

虐待防止センターを設置しており、虐待通報に対して迅速に対応し、適切

な支援に努めています。 

・ 市自立支援協議会においては、障がい福祉サービス事業所の職員が、障が

い者の権利擁護、障がい者等に対する虐待の防止や虐待が発生した場合の

対応について理解を深める研修を行っています。 

・ 市民アンケートでは、「障がいのある方への虐待を発見した場合、通報を

しますか。」という問に対して、「通報する」という回答が８５％ありまし

た。一方で「通報しない」という回答をした理由として、「虐待なのかど

うか判断できないため」「どこに通報したらよいかわからないため」とい

う回答が８1％になりました。 
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《推進方向》 

〇障がいや障がいのある人に対して幅広く市民の理解を深め、障がい者差

別の解消につなげるため、「障害者週間」を契機とする広報活動や出前講

座を行うとともに、市職員を対象とした研修を行います。 

 

〇障がい者差別の解消の推進、地域共生社会の実現へ向けて、ヘルプカー

ドの認知度を向上させ、利用が進むよう、周知啓発を継続します。 

 

 

 

（２）障がいを理由とする差別の解消の推進  

【現状と課題】 

・ 「障害者差別解消法」の一部を改正する法律が令和６年（202４年）４月

に施行されます。事業者による合理的配慮の提供の義務化や国・地方公共

団体の連携強化などの障がいを理由とする差別を解消するための支援措

置の強化が図られています。 

・ 障がい者、医療関係者、法曹関係者、事業者などで構成する市障がい者差

別解消支援地域協議会を設置し、障がい者差別に関する相談等について情

報を共有し、差別の解消に向けて取り組んでいます。 

・ アンケート結果によると、障がいがあることで差別を受けるなど嫌な思い

をしたことがある方が、障がい者手帳所持者・障がい福祉サービス利用者

では５４％、障がい児福祉サービス利用の保護者では〇〇％となりました。 

・ 市では障がい者差別の解消に向け、障がいのある人に対する市民の正しい

理解を深め、地域における共生社会の実現に向けた取組の一つとして、令

和元年度からヘルプカードの周知啓発に取り組んできました。ヘルプカー

ドを知らない人が、障がい者手帳所持者・障がい福祉サービス利用者アン

ケートでは７０％、市民アンケートでは３３％いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次ページ 「障がいがあることで差別を受けたことがある、嫌な思いをした

ことがある」のアンケート結果を掲載  

《推進方向》 

〇障がい者の権利擁護の取組を継続し、地域で安心して暮らせるよう支援

します。 

〇令和４年１２月に設置された山陽小野田市消費者安全確保地域協議会

において、市消費生活センター、警察署等と連携しながら、障がい者の

消費者被害の早期発見、早期解決の取組を進めていきます。 

〇市民に向けて、障がい者虐待についての理解、虐待が起きているときだ

けでなく、虐待が疑われるときも通報できること、通報者の情報は守ら

れることなどの周知を図り、虐待の早期発見につなげていきます。また、

山陽小野田市障がい者虐待防止センターの認知を高めていきます。 
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アンケート結果 

掲載欄 

  



- 24 - 

《推進方向》 

〇引き続き、日常生活用具の給付及び住宅改修費に対する支援を行います。 

〇市営住宅については、建築住宅課と連携し、障がい者の入居支援に引き

続き取り組みます。 

 

２ 安全・安心な生活環境の整備 

 

【基本的な考え方】 

障がい者がそれぞれの地域で安心して暮らしていくことができる生活環境の

実現を図るため、障がい者が安全に安心して生活できる住環境の整備、アクセ

シビリティに配慮した施設等の普及促進、障がい者に配慮したまちづくりの総

合的な推進を通じ、障がい者の生活環境における社会的障壁の除去を進め、ア

クセシビリティの向上を推進します。 

 

（１）住宅の確保 

【現状と課題】 

・ 障がい者等が地域で安心して生活していくために、日常生活用具の給付及

び段差解消等の住宅改修に対する支援を行っています。 

・ 市営住宅については、障がい者が入居しやすい選考を行っており、単身入

居を可能としています。 

・ 入所施設や病院からの地域移行を希望する障がい者が、安心して自分らし

い暮らしをすることができるよう、医療機関や障がい福祉サービス事業所

等と連携を図り、地域移行の推進に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）アクセシビリティに配慮した施設等の促進  

【現状と課題】 

・ 障がい者や高齢者をはじめ、誰もが使いやすい施設や設備などをつくろう

という、ユニバーサルデザインの考え方に基づいた、福祉のまちづくりを

推進しています。 

・ 公共施設の整備については、「高齢者、障害者の移動等の円滑化に関する

法律」や山口県福祉のまちづくり条例に基づいて整備を進めており、社会

環境の変化等による新たなニーズを踏まえて、今後も整備を進める必要が

あります。 

・ 歩行や車の乗降が困難な障がい者や高齢者等が、公共施設や店舗等の民間

施設を訪れた際に必要な駐車スペースを確保できるように、県では「やま

ぐち障害者等専用駐車場利用証制度」を実施しています。 
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《推進方向》 

○様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めよ

うとコミュニケーションをとり、支えあう心のバリアフリーを推進しま

す。 

○山口県が取り組んでいる、障がい者等が住みやすい地域社会を実現する

ための、あいサポート運動等を推進します。  

《推進方向》 

〇ユニバーサルデザインの考え方について、引き続き、普及・啓発を図り

ます。 

〇公共施設を新しく整備するときや既存施設を大規模に改修するときな

どの機会を捉え、その時々の水準に適合した多目的トイレ、エレベータ

ーやスロープ等の設置に取り組みます。 

〇「やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度」の利用について、市民の制

度理解を深めるため、引き続き普及・啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）障がい者に配慮したまちづくりの総合的な推進  

【現状と課題】 

・ 精神疾患に関する正しい知識の普及や理解を進めるための精神保健福祉

講座を開催しています。 

・ 障がい者等が災害時や緊急時、日常生活の中で困ったときに周囲の配慮や

手助けをお願いするヘルプカードの普及・啓発を行っています。 

・ バリアフリー法に基づき、障がい者や高齢者をはじめ、誰もが利用しやす

い施設や設備等となるよう、バリアフリー化を進めています。 
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《推進方向》 

〇視覚障がい者に、引き続き点字化又は音訳化した広報や障がい福祉のし

おりを作成配布するとともに、障がい者計画概要版や障がい福祉のしお

りへの音声コードの付記に努めます。 

〇令和５年度より、人工内耳用電池等が日常生活用具の給付対象となった

ことについて、広く周知に努めます。 

 

 

３ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実  

 

【基本的な考え方】 

「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関す

る法律」に基づき、障がい者が必要な情報に円滑にアクセスすることができる

よう、障がい者に配慮した情報通信機器の提供の促進等を通じて情報アクセシ

ビリティの向上を推進します。 

あわせて、障がい者が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことがで

きるよう、意思疎通支援を担う人材の育成・確保やサービスの円滑な利用の促

進、支援機器の提供等の取組を通じて意思疎通支援の充実を図ります。 

 

（１）情報アクセシビリティの向上  

【現状と課題】 

・ 視覚障がい者の行政情報のアクセシビリティの向上を図るため、広報や障

がい福祉のしおりを点訳化又は音訳化し、視覚障がい者に提供しています。 

・ 視覚障がい者を対象に、拡大読書器等、聴覚障がい者を対象に、通信装置

等の情報・意思疎通支援用具の給付を行うことにより、日常生活における

情報アクセシビリティの向上を支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）意思疎通支援の充実  

【現状と課題】 

・ 聴覚・言語障がい者等の積極的な社会参加を促進していくために、市が各

種催しを開催する際には、手話通訳者や要約筆記者を配置するよう努めて

います。 

・ 聴覚障がい等のため意思疎通を図ることに支障がある障がい者に対して、

手話通訳者や要約筆記者の派遣による支援を行っています。 

・ 聴覚障がい者のニーズに応えるため、手話通訳や要約筆記のできる人材の

育成・確保が必要です。 

・ 市窓口において、遠隔手話サービス業者の手話通訳者とテレビ電話形式で

手話通訳を受けられる、遠隔手話サービスを行っています。 
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《推進方向》 

〇意思疎通を図るために支援が必要な障がい者等に手話通訳又は要約筆

記等の意思疎通支援者の派遣を行い、円滑な意思疎通支援の実施を図り

ます。 

〇意思疎通支援体制の更なる充実を図るため、継続して手話奉仕員を養成

します。 

〇手話奉仕員から手話通訳者、手話通訳士と手話通訳のレベルアップを図

り、円滑な意思疎通支援の実施が図られるよう、県との連携を図ります。 

〇遠隔手話サービスについて、更なる周知を図ります。  

 

 

 

 

 

 

  



- 28 - 

《推進方向》 

〇障がい者が利用できる情報伝達ツールの周知、利用方法の啓発を継続し

ます。 

〇避難行動要支援者となった障がい者のうち、特に配慮が必要な方につい

ての見守り活動、避難誘導等の支援策の作成に取り組みます。 

〇福祉避難所において障がい特性に応じた支援と合理的配慮の提供が可

能となるよう、福祉避難所の環境整備に努めます。 

 

 

 

４ 防災、防犯等の推進 

 

【基本的な考え方】 

障がい者が地域社会において安全に安心して生活することができるよう、災

害に強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時における障がい特性に配

慮した適切な情報伝達や避難支援、福祉避難所の確保、福祉・医療サービスの

継続等を行うことができるよう、防災に向けた取組を推進します。 

また、障がい者を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者ト

ラブルの防止に向けた取組を推進します。 

 

（１）防災対策の推進 

【現状と課題】 

・ 障がい者が適切に災害情報等を取得できるよう、防災メール、市公式 LINE、

防災ラジオなどの情報伝達ツールについて、周知しています。 

・ 災害時における障がい者の緊急受入先について、障がい者支援施設と連携

して確保しています。 

・ 避難所生活が長期に及ぶ見通しとなった場合は、障がい者が避難できる福

祉避難所を設置します。 

・ 言語障がい又は聴覚障がいのある方が、スマートフォン等によって火災や

救急等の１１９番通報ができるシステムとして、FAX１１９番、メール１

１９番、Net1１９番緊急通報システムを周知しています。 
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《推進方向》 

〇１１０番アプリシステムの周知を継続します。 

〇地域見守りネットワークを通じて提供される情報を、自立支援協議会等

を通じて障がい福祉サービス事業者や相談支援事業者と共有し、障がい

者の消費者被害防止に取り組みます。 

〇障がい者が消費者被害にあいそうになった場合、あった場合において

も、地域見守りネットワークを活用し、障がい者の権利侵害を防ぎ、又

は被害を最小限にするよう取り組みます。 

（２）防犯対策、消費者被害防止の推進  

【現状と課題】 

・ 聴覚障がい者等が緊急時に、スマートフォン等を利用して文字等で警察に

通報できるシステムとして、１１０番アプリシステムを周知しています。 

・ 消費生活上、特に配慮を要する高齢者及び障がい者等の消費者被害の早期

発見、早期解決を目的とした見守り等のためのネットワークを構築するた

め、令和４年１２月に山陽小野田市消費者安全確保地域協議会（地域見守

りネットワーク）を設置しました。 
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《推進方向》 

〇障がいを有する有権者が円滑に投票できるよう、投票所のバリアフリー

化や代理投票等、投票環境の向上に努めます。 

〇不在者投票等の制度について、引き続き周知・啓発を行います。 

《推進方向》 

〇引き続き、市における合理的配慮の提供及び障がい者理解の促進につい

て取り組みます。 

５ 行政等における配慮の充実 

 

【基本的な考え方】 

障がい者がその権利を円滑に行使できるよう、選挙等において必要な環境の

整備や障がい特性に応じた合理的配慮の提供を行います。 

また、「障害者情報アクシビリティ・コミュニケーション施策推進法」も踏ま

え、行政機関の窓口等における障がい者への配慮を徹底するとともに、行政情

報の提供等に当たっては、ＩＣＴ等の利活用も踏まえ、アクセシビリティに配

慮した情報提供に努めます。 

 

（１）選挙における環境の整備  

【現状と課題】 

・ 視覚障がいを有する有権者に対して、投票所に点字の候補者名簿や点字に

よる投票ができるよう点字器を配備しています。 

・ 一部を除きほとんどの投票所において、車いすの設置や靴等を脱がずに土

足で投票ができるようにしています。入口等に段差のある施設においては

スロープを設置し、スロープの設置ができない施設については、投票事務

従事者により移動の補助を行っています。 

・ 投票所に行くことができない障がい者で一定の要件を満たす人や指定病

院等に入院・入所中の障がい者については、不在者投票を行うことができ

ます。 

 

 

 

 

 

 

（２）行政機関等における配慮及び障がい者理解の促進等  

【現状と課題】 

・ 障がい者等が、行政機関等での各種手続き等を行うためには、その障がい

の状況、程度等に応じた支援が必要です。そのため、市の新規採用職員に

向けて、障がい者等に対する理解及び対応の研修を行っています。 

・ 市が緊急時記者会見を行うときは、手話通訳者の配置に努めています。 

・ 「障害福祉課」窓口では円滑に申請手続きを行えるようにするため、筆談

ボードの設置や遠隔手話通訳ができるタブレットの配置を行っています。 

・ 文字による情報入手が困難な視覚障がい者に対し、点訳・音訳など分かり

やすい方法で、市広報等を作成し、情報提供を行っています。 
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《推進方向》 

〇引き続き、こころの健康に関する情報の普及・啓発を図り、相談体制を

確立していきます。 

〇今後も精神障がい者が、希望する地域で安心して自分らしい暮らしをす

ることができるよう支援します。 

 

 

 

《推進方向》 

〇障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために、自立支援医

療の給付等を継続します。 

６ 保健・医療の推進 

 

【基本的な考え方】 

精神障がい者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることがで

きるよう、入院中の精神障がい者の地域移行を進めるとともに、地域への円滑

な移行・定着が進むよう、退院後の支援に関する取組を行います。 

障がい者が必要な医療を受けるための経済的負担を軽減するため、自立支援

医療費の給付を行います。あわせて、障がいの原因となる疾病等の予防・治療

に関する施策を着実に進めます。 

 

（１）精神保健・医療の適切な提供等  

【現状と課題】 

・ 市健康増進課では、市民の不安や悩み等、こころの健康に関する相談を随

時受け付けています。また、こころの健康に関する情報の提供も行ってい

ます。 

・ 退院可能な精神障がい者に対しては、希望する地域で、地域の一員として

安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、居宅介護など訪問系

サービスの充実や地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）等を提供

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保健・医療の充実等  

【現状と課題】 

・ 「障害者総合支援法」に基づき、障がい者等の心身の障がいの状態の軽減

を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療について、

自立支援医療費（更生医療・育成医療・精神通院医療）の給付等を行って

います。 

・ 高齢者を対象としたインフルエンザ及び肺炎球菌感染症の予防接種は、

65 歳以上の高齢者に加え、60 歳以上 65 歳未満の内部障がい（「身体障

害者手帳」1 級程度の障がい）者に対しても予防接種費用の一部を助成し、

感染症の予防に努めています。 
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《推進方向》 

〇引き続き、障がいの原因となる疾病等の予防に向けて、生活習慣の改善

による健康の増進に取り組みます。 

〇疾病等の早期発見及び治療、早期療養を図るために、引き続き、検診及

び保健指導を適切に実施します 

 

（３）障がいの原因となる疾病等の予防・治療  

【現状と課題】 

・ 生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展等を予防する

ため、運動、食事、喫煙、飲酒などの生活習慣の改善について広く普及・

啓発を図ったり、健康診査・保健指導を行ったりしています。 

・ 疾病等の早期発見及び治療、早期療養を図るために、妊産婦・乳幼児・児

童に対する検診及び保健指導を適切に実施しています。 
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《推進方向》 

〇引き続き意思決定の支援に配慮しつつ、判断能力が不十分な障がい者

が、地域で安心して暮らせるよう支援します。 

 

７ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

 

【基本的な考え方】 

障がい者の望む暮らしを実現できるよう自ら意思を決定すること及び表明す

ることが困難な障がい者に対し、本人の自己決定を尊重する観点から必要な意

思決定支援を行うとともに、障がい者が自らの決定に基づき、身近な地域で相

談支援を受けることができる体制を構築します。 

また、障がい者の地域移行を一層推進し、障がい者が必要なときに必要な場

所で、適切な支援を受けられるよう取組を進めることを通じ、障がいの有無に

かかわらず、市民が相互に人格と個性を尊重し、安全に安心して暮らすことの

できる地域社会の実現を図ります。 

さらに、障がい者及び障がいのあるこどもが、基本的人権を享有する個人と

しての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、在宅

サービスの量的・質的な充実、障がいのあるこどもへの支援の充実、障がい福

祉サービスの質の向上に取り組みます。 

 

（１）意思決定支援の推進  

【現状と課題】 

・ 知的障がい又は精神障がいにより判断能力が不十分な方による成年後見

制度の適切な利用を促進するため、必要な経費の支払いが困難な方には、

その費用の一部を助成し、申立人がいない方には、市長が代わって申立人

になり、制度の利用を図ります。 

 

 

 

 

 

（２）相談支援体制の構築  

【現状と課題】 

・ 相談支援の中核的な役割を果たす基幹相談支援センターを「障害福祉課」

内に設置し、地域で生活する障がい者等の専門的な相談に応じる体制を整

えています。 

・ 相談支援事業所に相談業務を委託し、様々な障がい種別、年齢、性別、状

態等に対応できる総合的な相談体制を整えています。 

・ 障がい者個々の心身の状況、サービス利用の意向や家族の意向等を踏まえ

たサービス等利用計画案の作成等、当事者の支援の必要性に応じた適切な

支給決定を行っています。 

・ 市内の相談支援事業所の相談支援専門員の研修会を開催し、相談支援従事

者のスキルアップを図っています。 

・ 「身体障害者相談員」、「知的障害者相談員」を設置し、当事者又は家族に

よる相談支援の体制を整えています。 
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《推進方向》 

〇支援内容が多様化する中、障がい者が個々の状態に応じた自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、今後も相談支援事業所やサ

ービス提供事業所と連携し、個別支援計画に基づいた適切なサービスの

提供を図ります。 

〇地域生活支援拠点については自立支援協議会において運用状況の検証

及び検討を行い、更に市、事業所間が連携し機能の充実を図ります。 

〇地域移行を希望する障がい者が、地域生活へ円滑に移行できるよう、医

療機関や障がい者支援施設等と連携を図り、引き続き地域移行の推進に

取り組みます。 

〇障がい者の家族を必要な支援につなぐため、相談や障がい福祉サービス

等に関する情報を提供するとともに、必要なサービスが利用できるよ

う、引き続き家族支援に取り組みます。 

《推進方向》 

〇様々な相談体制を今後も維持し、きめ細やかな相談に対応します。 

・ 発達障がい児やその家族が適切な支援を身近な地域で受けられるよう、地

域の中核的な療育支援施設である、児童発達支援センターが中心となり、

地域における支援チームを結成し、支援者の連携強化を図るとともに、支

援者養成研修や、ペアレントメンターによる相談会を開催しています。 

 

 

 

 

（３）地域移行支援、在宅サービス等の充実  

【現状と課題】 

・ 障がい者が住み慣れた地域で自分らしく日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、個々の障がい者のニーズ及び実態に応じて、在宅の障が

い者に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行

うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保を行っています。 

・ 地域で生活する障がい者の支援を進めるために、地域生活支援拠点を整備

し、市が委託している相談支援事業所において 365 日 24 時間の相談体

制を確保しています。また、緊急時の受入対応として、入所施設において

1 床の空床確保を行っています。 

・ 入所施設や病院からの地域移行を希望する障がい者が、安心して自分らし

い暮らしをすることができるよう、地域での安定した生活の継続を支援す

る体制の充実を図る必要があります。アンケート結果からも、入所施設、

病院から地域での生活を希望している障がい者がいることが分かりまし

た。 

・ 障がい者を介助している家族等の就労支援や介護負担の軽減、不安の解消

等を図るため、障がい者の日中活動の場の確保（地域生活支援事業の日中

一時支援）や短期入所等の必要なサービスを支給決定しています。 
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《推進方向》 

〇保育所等訪問支援を積極的に活用し、障がい児の保育所等での受け入れ

を促進します。 

〇障がい児保育を担当する保育士等の専門性の向上を図るため、児童発達

支援センターと連携し、福祉保健教育関係機関の支援者養成研修を継続

して開催します。 

〇障がい児やその家族が、身近な地域で適切な療育、必要な支援を受けら

れるよう、引き続き障がい児通所支援、障がい福祉サービスを提供しま

す。 

〇医療的ケア児及びその家族に対し、県が委託している医療的ケア児支援

センター等と連携して、医療的ケア児コーディネーターのスキルアップ

に取り組みます。  

〇児童発達支援センターを中心として、今後も、関係機関が相互に連携し

ながら、支援体制の構築を推進します。 

 

（４）障がいのあるこどもに対する支援の充実  

【現状と課題】 

・ 幼稚園や保育所に入所している障がい児のために、障がいの程度に応じて

教員や保育士を加配し、個別の支援を行っています。 

・ 障がい児やその家族が身近な地域で適切な療育を受けることができるよ

う、児童福祉法に基づき児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等

訪問支援を提供するとともに、障がい児が身近な地域で必要な支援を受け

られるよう、「障害者総合支援法」に基づき居宅介護、短期入所、日中一

時支援を提供しています。 

・ 児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用者は平成２９年度以降増

加傾向にあります。 

・ 医療的ケア児に対応できるよう市内の公立保育園に、看護師を配置してい

ます。 

・ 医療、保健、福祉、教育等の関係者による、医療的ケア児についての連絡

会議を開催し、医療的ケア児を支援するための意見交換及び情報共有を行

い、連携強化を図っています。 

・ 児童発達支援センターにおいて、発達障がい児やその家族に対する相談を

行うとともに地域の、医療、保健、福祉等の関係者による支援チームを結

成し、情報交換会を開催しています。 
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《推進方向》 

〇障がい福祉サービス事業所等の職員が、「障害者基本法」「障害者差別解

消法」などを踏まえ、共生社会の理念を理解し、障がい者やその家族の

意思を尊重しながら必要な支援を行うことができるよう、研修の実施等

を継続して行います。 

〇障がい福祉サービス等を利用する障がい者等が、個々のニーズに応じた

適切なサービスを選択することができるよう、個別支援計画を作成する

相談支援事業所の相談支援専門員を対象に研修を実施し、支援のスキル

アップを図ります。 

〇難病患者に対する障がい福祉サービスの提供に当たっては、県健康福祉

センターとの連携を図り、難病の特性に配慮した適切な支給決定を行う

とともに更なる周知を図ります。 

 

（５）障がい福祉サービスの質の向上  

【現状と課題】 

・ 障がい福祉サービス及び相談支援が円滑に実施されるよう、相談支援専門

員を含む障がい福祉サービス事業所等の職員を対象に自立支援協議会定

例会において、月に１回、情報共有や権利擁護、ひきこもり支援、災害へ

の備え等の研修を行っています。 

・ 市が指定する相談支援事業所に対して、定期的に「障害者総合支援法」及

び児童福祉法に基づく実地指導を行い、事業所における苦情解決の促進、

事業者における自己評価や外部評価により、サービスの質の向上に努めて

います。 

・ 難病患者も「障害者総合支援法」に基づく障がい福祉サービス等の対象で

あり、対象となる疾病については、難病の患者に対する医療等に関する法

律に基づく指定難病の検討を踏まえ、順次拡大されています。市において

も難病患者に対して障がい福祉サービスの支給決定を行っています。 
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《推進方向》 

〇障がいのある幼児児童生徒に提供される配慮や学びの選択肢を増やし、

障がいの有無にかかわらず、可能な限り共に教育を受けられるように条

件整備を進め、インクルーシブ教育を推進していきます。 

〇医療的ケア児及びその家族に対し、県が委託している医療的ケア児支援

センター等と連携して、医療的ケア児コーディネーターのスキルアップ

に取り組みます。 

〇医療、保健、福祉等の関係機関がお互いに連携を図り、今後も障がいの

早期の気づきとその後の適切な支援に努めます。 

 

 

 

８ 教育の振興       
 

【基本的な考え方】 

障がいの有無によって分け隔てられることなく、市民が相互に人格と個性を

尊重し合う共生社会の実現に向け、可能な限り共に教育を受けることのできる

仕組みの整備を進めるとともに、いわゆる社会モデルを踏まえつつ、障がいに

対する理解を深めるための取組を推進します。 

また、学校教育における障がいのある幼児児童生徒に対する支援を推進する

ため、障がいのある幼児児童生徒に対する適切な支援を行うことができるよう

環境の整備に努めるとともに、合理的配慮の提供等の一層の充実を図ります。 

さらに、障がい者が、学校卒業後も含めたその一生を通じて、自らの可能性

を追求できる環境を整え、地域の一員として豊かな人生を送ることができるよ

う、生涯を通じて教育やスポーツ、文化等の様々な機会に親しむための施策を

推進するとともに、共生社会の実現を目指します。 

 

（１）インクルーシブ教育システムの推進 

【現状と課題】 

・ 児童生徒一人一人の障がいの状態に応じた支援を行うため、特別支援学級

を小学校に 29 学級、中学校に 17 学級（令和５年４月１日現在）設置し

ています。 

・ 障がいのある児童生徒の就学先については、本人・保護者の意見を尊重し、

校長、特別支援学級教育担当教諭、医師、学識経験者等を委員とする教育

支援委員会を年３回開催し、決定しています。 

・ スクールカウンセラーを活用して、障がいのある幼児児童生徒、保護者及

び教職員に対する相談に対応しています。また、スクールソーシャルワー

カーを活用して、児童生徒を取り巻く環境への働きかけや、関係機関等と

の連携、調整を行っています。 

・ 保健、医療、福祉、教育等の関係者による、医療的ケア児についての連絡

会議を開催し、意見交換及び情報共有を行うことで、医療的ケア児に適切

な支援を行っています。 

・ 乳幼児に対する健康診査や就学時の健康診断の結果等により、本人及び保

護者が早期に専門的な支援が受けられるよう保健、医療、福祉、教育等と

連携しています。 

  



- 38 - 

《推進方向》 

〇保育所等訪問支援を積極的に活用し、障がい児の保育所等での受け入れ

を促進します。 

〇学校施設のバリアフリー化に向けた取組を推進していきます。 

《推進方向》 

〇今後も、障がい者の読書環境の整備を促進します。 

〇障がい者が生涯にわたり教育やスポーツ、文化など様々な機会に親しむこ

とができるよう、多様な学習活動を行う機会の提供に努めます。 

 

（２）教育環境の整備 

【現状と課題】 

・ 特別支援教育センター（宇部総合支援学校）と協力して、小・中学校の特

別支援教育体制を整えています。 

・ 幼稚園、保育所、小・中学校に在籍する障がいのある幼児児童生徒の障が

いの程度に応じて教員や、保育士、特別支援教育支援員を加配し、個別の

支援を行っています。 

・ 学校施設のバリアフリー化の取組として、新しい校舎を建てる際は、トイ

レを洋式とするとともに、既存の校舎についても毎年定数を決めて、トイ

レを洋式化しています。 

 

 

 

 

 

 

（３）生涯を通じた多様な学習活動の充実 

【現状と課題】 

・ 地域学校協働活動推進員を各小・中学校に配置し、地域学校協働活動の組

織的、継続的な実施を推進しています。障がいの有無にかかわらず全ての

こどもたちの成長を地域全体で支える社会が実現できるよう、コミュニテ

ィ・スクールと一体的な運用を行い、従来の地域住民による学校支援から、

児童生徒による地域貢献へと活動の幅を広げています。 

・ 図書館では、点字図書、拡大図書、マルチメディア電子図書に加え電子図

書を導入し、視覚障がい者や聴覚障がい者にも対応した読書環境の整備を

進めています。 

・ 聴覚、言語障がい者等の積極的な社会参加を促進していくために、市が各

種催しを開催する際には、手話通訳者や要約筆記者を配置するよう努めて

います。 
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《推進方向》 

〇働く意欲のある障がい者がその適性に応じて能力を十分に発揮するこ

とができるよう、総合的な就労支援を行います。 

《推進方向》 

〇引き続き、障がい者の経済的自立を支援します。 

９ 雇用・就業、経済的自立 

 

【基本的な考え方】 

障がい者が地域で質の高い自立した生活を営むためには就労が重要であると

の考え方の下、働く意欲のある障がい者がその適性に応じて能力を十分に発揮

することができるよう、多様な就業の機会を確保します。 

また、年金や諸手当の支給、経済的負担の軽減等により障がい者の経済的自

立を支援します。 

 

（１）総合的な就労支援 

【現状と課題】 

・ 就労移行支援事業所等を利用して一般就労をした障がい者については、就

労に伴う生活面の課題に対する支援を行う就労定着支援により職場定着

を推進しています。 

・ 公共職業安定所との連携を図りながら、障がい者に対して、各種障がい者

雇用支援制度等を周知しています。 

・ 障がい者の就労ニーズに対応するため、「障害者就業・生活支援センター」

と連携し、障がい者に対し就業面及び生活面からの一体的な相談支援を実

施しています。 

 

 

 

 

 

（２）経済的自立の支援 

【現状と課題】 

・ 各種の税制上の優遇措置、低所得者に対する障がい福祉サービスにおける

利用者負担の無料化などの各種支援制度を活用し、経済的自立の支援を行

っています。 

・ 「障害年金」の受給資格がある障がい者が、制度への理解が十分でないこ

とで、「障害年金」を受け取ることができないことのないよう、制度の周

知をしています。 
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《推進方向》 

〇引き続き、毎年度「障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定

し、障がい者就労系事業所等からの物品の購入や役務の発注の促進に努

めます。 

 

（３）障がい特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保  

【現状と課題】 

・「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律 

（障害者優先調達推進法）」に基づき、毎年度「障害者就労施設等からの物

品等の調達方針」を策定し、障がい者就労系事業所等からの物品の購入や

役務の発注をしています。 
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《推進方向》 

〇障がい者が文化芸術活動に親しんだり、余暇・レクリエーション活動を

楽しんだりできる機会の提供に努めます。 

《推進方向》 

〇今後も、障がい者スポーツ大会の開催情報などについて、障がい者関係

団体や障がい福祉サービス事業所などへの周知に努めます。 

〇障がい者がスポーツを楽しむことができるよう引き続き支援していき

ます。 

 

１０ 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

 

【基本的な考え方】 

全ての障がい者が、芸術及び文化活動へ参加することは、障がい者の生活と

社会を豊かにするとともに、市民の障がいへの理解と認識を深め、障がい者の

自立と社会参加の促進に寄与します。 

また、レクリエーション活動を通じて、障がい者等の体力の増強や交流、余

暇の充実を図ります。さらに、共生社会の実現に向け、障がいの有無にかかわ

らず誰もが障がい者スポーツに親しめる機会をつくるとともに、地域における

障がい者スポーツの一層の普及に努めます。 

 

（１）文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の

整備 

【現状と課題】 

・ 「障害者週間」にあわせて、市内の障がい福祉サービス事業所等の利用者

の作品展示を行っています。 

・ 障がい者の創作活動等の発表の場である山口県「障害者芸術文化祭」への

参加を周知しています。 

・ 図書館では、点字図書、拡大図書、マルチメディア電子図書に加え、電子

図書を導入し、視覚障がい者や聴覚障がい者にも対応した読書環境の整備

を進めています。 

 

 

 

 

 
（２）スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る

取組の推進 

【現状と課題】 

・ 山口県及び「山口県障害者スポーツ協会」が主催するキラリンピック（「山

口県障害者スポーツ大会」）や「全国障害者スポーツ大会」派遣選手選考

会などのスポーツ大会への出場を支援しています。 

・ スポーツによるまちづくりの一つとして、パラリンピックを契機としたト

ップレベルのスポーツを身近に感じることができる機会を創出し、障がい

者スポーツへの理解と関心を深め、スポーツ機運の醸成を図っています。 
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第 1 章  障がい者支援における成果目標の設定  

 

 障がい者の自立支援の観点から、令和８年度（2 0 2６年度）を目標

年度とする障がい福祉計画において必要な障がい福祉サービス等の提

供体制を確保するため、次に掲げる成果目標を設定します。  

 

１  福祉施設の入所者の地域生活への移行  

国の指針では令和４年度（2 0 2 2 年度）末時点の施設入所者数  

（継続入所者を除く。）の６％以上が地域生活に移行するとともに、

令和８年度（2 0 2 6 年度）末の施設入所者数を令和４年度（ 2 0 2 2

年度）末時点の施設入所者数から５％以上削減するとされています。   

市では、この考え方を基本にしながら、実現可能な目標設定をする

こととし、第 6 期においては 3 年間で 1 人が地域生活へ移行したこ

とを勘案し、次のとおりとします。  

 

◆第７期成果目標  

 

 数値  備考  

基準時点の施設入所者数（ A ） 8 1 人  令和４年度末の施設入所者数  

目標年度の施設入所者数（ B） 8 0 人  令和８年度末の施設入所者数  

【目標値】  

削減見込（ A - B）  
1 人  

令和８年度末までの削減数  
1 . 2 ％  

【目標値】  

地域生活移行者数  
1 人  

令和８年度末までの地域移行者数  
1 . 2 ％  

１  福祉施設の入所者の地域生活への移行  

２  精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築  

３  地域生活支援の充実  

４  福祉施設から一般就労への移行等  

５  相談支援体制の充実・強化等  

６  障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 
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２  精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしく暮らすこ

とができるよう、精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステム

の構築を進めていく必要があります。  

システムの構築に向けて、保健、医療、福祉関係者等の関係機関が

集まる場である自立支援協議会において、現状の把握を行い、課題を

共有するなど、情報共有に努めます。  

 

◆第７期活動指標  

保健、医療及び福祉関係者による協議の場の設置  

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①  保健、医療及び福祉関係者による協議の

場の開催回数  
1 回  1 回  1 回  

②  保健、医療及び福祉関係者による協議の

場への参加者数  
2 0 人  2 0 人  2 0 人  

③  保健、医療及び福祉関係者による協議の

場における目標設定及び評価の実施回数  
1 回  1 回  1 回  

精神障がい者における障がい福祉サービス種別の利用者数  

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①  地域移行支援の利用者数  1 人  2 人  3 人  

②  地域定着支援の利用者数  3 人  3 人  3 人  

③  共同生活援助の利用者数  2 3 人  2 4 人  2 5 人  

④  自立生活援助の利用者数  1 人  1 人  1 人  

⑤  自立訓練（生活訓練）  ４人  ４人  ４人  
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３  地域生活支援の充実  

国の基本指針では、障がい者の地域での暮らしの安心感を担保し、

自立した生活を希望する者に対する支援を進めるため、自立等に係る

相談、グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供、緊急時の

受入対応体制の確保等による地域の体制づくりを行う機能を有する地

域生活支援拠点等の整備を求めています。また、障がい者の重度化・高

齢化や親亡き後を見据えて、これらの機能を更に強化する必要がある

としています。  

市では平成３１年（2 0 1 9 年）４月に地域生活支援拠点を整備しま

した。今後は、自立支援協議会において運用状況の検証及び検討を行

い、機能の充実を図ります。  

 また、令和６年度（２０２４年度）からの３年間で強度行動障害を  

有する者に関するニーズの把握に努めます。  

 

◆第７期成果目標  

 

  

 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

地域生活支援拠点の設置箇所数  １か所  １か所  １か所  

コーディネーター配置人数  １名  １名  １名  

地域生活支援拠点等が有する機能の充

実に向けた検証及び検討の実施回数  
１回  １回  １回  
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４  福祉施設から一般就労への移行等  

障がい者が、地域で自立した生活を行うためには、能力と適性に応

じた雇用の場に就き、生活基盤の安定を図る必要があります。  

福祉施設から一般就労に関し「一般就労移行者数」「就労定着支援事

業の利用者数」の目標値を設定し、就労移行支援事業を通じた一般就労

への移行を推進します。また、地域の就労支援のネットワークを強化

し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を推進するた

め、自立支援協議会の専門部会である就労部会において取組を進めま

す。  

 

◆第７期成果目標  

一般就労移行者数  

令和 3 年度  

（基準）  
1 1 人  

令和 8 年度  
（国の指針：基準の 1.28 倍）  

1 4 人  

 

 令和 8 年度  国の指針  

就労移行支援から  1 0 人  1 . 3 1 倍  

就労継続支援 A 型から  3 人  1 . 2 9 倍  

就労継続支援Ｂ型から  1 人  1 . 2 8 倍  

一般就労移行者合計数  1 4 人  1 . 2 8 倍  

 

就労定着支援  

令和 3 年度  

（基準）  
1 1 人  

令和 8 年度  
（ 国 の 指 針 ： 基 準 の 1 . 4 1 倍 ） 

1 6 人  
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５  相談支援体制の充実・強化等  

「障害福祉課」内に設置している相談支援の中核的な役割を果たす

基幹相談支援センターと、市が委託している相談支援事業所が連携し、

総合的かつ専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を

実施する体制の確保に努めます。  

 

◆第７期成果目標  

基幹相談支援センターの設置  

 令和６年度  令和７年度  令和８年度  

基幹相談支援センターの設置  有  有  有  

 

地域の相談支援体制の強化  

 令和６年度  令和７年度  令和８年度  

①地域の相談支援従事者に対する訪

問等による専門的な指導・助言件数  
3 0 件  3 0 件  3 0 件  

②地域の相談支援事業者の人材育成

の支援件数  
2 5 件  2 5 件  2 5 件  

③地域の相談支援機関との連携強化

の取組の実施回数  
4 回  4 回  4 回  

④個別事例の支援内容の検証の実施

回数  
１回  2 回  3 回  

⑤主任相談支援専門員の配置数  １人  １人  １人  

 

協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善  

 令和６年度  令和７年度  令和８年度  

①事例検討実施回数  １回  １回  １回  

②参加事業者・機関数  1 9 か所  1 9 か所  1 9 か所  

③専門部会の設置数  ２部会  ２部会  ２部会  

④専門部会の実施回数  ８回  ８回  ８回  
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６  
障がい福祉サービス等の質を向上させるための取

組に係る体制の構築  

 

支援内容が多様化する中、障がい者が個々の状態に応じた自立した

日常生活又は社会生活を営むことができ、適切なサービスが総合的か

つ効率的に提供されるよう、障がい福祉サービス等の質を向上させる

ための取組を実施する体制の構築に努めます。  

 

◆第７期成果目標  

 令和６年度  令和７年度  令和８年度  

県が実施する障がい福祉サービス等に

係る研修その他の研修への市職員の参

加人数  

4 人  4 人  4 人  

障がい者自立支援審査支払等システム

等による審査結果を分析してその結果

を活用し、事業所や関係自治体等と共有

する体制の有無及びその実施回数  

有  

（ 1 回）  

有  

（ 1 回）  

有  

（ 1 回）  
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第２章  障がい児支援における成果目標の設定  

 

令和８年度（２０２6 年度）を目標年度とする障がい児福祉計画にお

いて必要な障がい児通所支援等の提供体制を確保するため、次に掲げ

る事項に係る成果目標を設定します。  

 

１  
重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童

発達支援センターの設置及び障がい児の地域社会

への参加・包容（インクルージョン）の推進  

令和元年度（２０１９年度）、市内に児童発達支援センターが開設さ

れ、同センターにおいて、保育所等訪問支援を行っています。  

市は児童発達支援センターと連携し、障がい児の地域社会への参加・

包容を推進していきます。  

◆児童発達支援センター  

令和５年度末までの目標  令和５年度末までの実績  

市内に 1 か所確保  市内に 1 か所確保  

※令和 5 年度は見込み  

令和８年度末までの目標  

市内に 1 か所設置  国の指針：市内に児童発達支援センターを設置すること。 

１  重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援セン

ターの設置及び障害児の地域社会への参加・包容（インクルージ

ョン）の推進  

２  重度心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等

デイサービス事業所の確保  

３  医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置及びコ

ーディネーターの配置  

４  発達障がい児及び家族への支援体制の確保  
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重症心身障がい児が身近な地域で児童発達支援や放課後等デイサー

ビス等を受けられるように、保護者等に周知していきます。地域におけ

る課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、支援体制の充実に努

めます。  

◆児童発達支援事業所  

令和５年度末までの目標  令和５年度末までの実績  

圏域に 1 か所確保  圏域に 2 か所確保  

※令和 5 年度は見込み  

 

◆放課後等デイサービス事業所  

令和５年度末までの目標  令和５年度末までの実績  

圏域に 2 か所確保  圏域に 2 か所確保  

※令和 5 年度は見込み  

 

 

 

 

 

 

２  重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所

及び放課後等デイサービス事業所の確保  

令和８年度末までの目標  

圏域に 2 か所確保  

国の指針：市内に主に重症心身障がい児を支援する児童

発達支援事業所を確保すること。単独で困難な場合は圏

域単位で確保すること。  

令和８年度末までの目標  

圏域に 2 か所確保  

国の指針：市内に主に重症心身障がい児を支援する放課

後等デイサービス事業所を確保すること。単独で困難な

場合は圏域単位で確保すること。  
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３  医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場

の設置及びコーディネーターの配置  

関係機関との連携を担う医療的ケア児コーディネーターを平成３０

年度から配置しています。また、医療的ケア児が適切な支援を受けられ

るよう、市では令和元年度から、保健・医療・障害福祉・保育・教育等

の関係機関が連携を図る協議の場として、医療的ケア児に係る連絡会

議を開催しています。  

 

◆医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置  

令和８年度末までの目標  

令和元年度に  

設置  

国の指針：圏域及び市内において、保健、医療、障がい福

祉、保育、教育等の関係機関による情報共有や協議等の場

を設置  

 

◆医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置  

令和８年度末までの目標  

平成 30 年度に  

配置  

国の指針：医療的ケア児支援のため、市内において、医療

的ケア児等に関するコーディネーターを配置  

※参考  第２期実績（配置人数）  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

3 3 3 

※令和 5 年度は見込み  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 

４  発達障がい児及び家族への支援体制の確保  

保護者等が子どもの発達障がいの特性を理解し、必要な知識や方法

を身につけ、適切な対応ができるよう、支援プログラムや総合的・専門

的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制の

確保に努めます。  

第２期実績（受講者数及び人数）  

 令和３年度  令和４年度  令和５年度  

ペアレントメンター養成研修の受講

者数（保護者）  
0 人  １人  4 人  

ペアレントメンターの人数  1 人  2 人  6 人  

ピアサポートの活動への参加人数  −  6 人  8 人  

※令和 5 年度は見込み  

第３期見込み（受講者数及び人数）  

 令和６年度  令和７年度  令和８年度  

ペアレントメンター養成研修の受講

者数（保護者）  
１人  １人  １人  

ペアレントメンターの人数  ７人  ８人  ９人  

ピアサポートの活動への参加人数  10 人  12 人  14 人  
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第３章  障がい福祉サービス等の円滑な推進  

 

１  障がい福祉サービス等の見込量の設定  

 令和２年度（2020 年度）から令和４年度（2022 年度）までの実

績値の傾向を読み取り、令和 6 年度（2024 年度）から令和 8 年度

（2026 年度）までに必要なサービス量を見込みました。  

 

（ 1）障がい福祉サービス  

●訪問系サービス  

 訪問系サービスは、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・

「重度障害者等包括支援」があります。これらのサービスは在宅で生活

している障がい者が自宅等や外出の際に利用することができます。  

 

第 6 期実績（上段：年間利用時間、下段：実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

1 ,725 時間  

21 人  

2 ,393 時間  

30 人  

2979 時間  

32 人  

※利用者数は増加傾向にある。  

第７期見込み（上段：年間利用見込み時間、下段：実利用見込み人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

3 ,165 時間  

34 人  

3 ,352 時間  

36 人  

3 ,537 時間  

38 人  

 

  

①  「居宅介護」  

居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家

事などに加え、生活等に関する相談など生活全般にわたる支援を行う。  

また、病院等に通院する場合や、官公署や指定相談支援事業所を公的手

続や相談のために訪れる場合に、介助及び同行の支援を行う。  
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第 6 期実績（上段：年間利用時間、下段：実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

311 時間  

2 人  

1 ,084 時間  

2 人  

1 ,360 時間  

1 人  

※利用者がサービスを変更したため減少。  

第７期見込み（上段：年間利用見込み時間、下段：実利用見込み人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

1 ,920 時間  

1 人  

2 ,560 時間  

2 人  

2 ,560 時間  

2 人  

※重度障がい者の地域での生活を見込む。  

 

 

第 6 期実績（上段：年間利用時間、下段：実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

661 時間   

4 人  

727 時間  

 5 人  

182 時間  

 2 人  

※利用者がサービスを変更したため減少。  

第７期見込み（上段：年間利用見込み時間、下段：実利用見込み人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

182 時間  

2 人  

362 時間  

3 人  

542 時間  

4 人  

※障がい特有のサービスであり、毎年１人増加を見込む。  

  

②「重度訪問介護」  

常に介護を必要とする重度の肢体不自由者、重度の知的障がい又は精

神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者で、居宅において入

浴、排せつ、食事等の介護や、調理、洗濯、掃除等の家事などに加え、生

活等に関する相談など生活全般にわたる支援を行う。  

外出時における移動中の介護を総合的に行うもので、 1 日の支援時間

が 3 時間以上となる方が対象である。  

③「同行援護」  

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方が外出する際、移動に

必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、外出す

る際に必要な支援を行う。  
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第 6 期実績（上段：年間利用時間、下段：実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

0 時間  

0 人  

0 時間  

0 人  

0 時間  

0 人  

※令和元年度（2019 年度）まで利用実績はない。  

第７期見込み（上段：年間利用見込み時間、下段：実利用見込み人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

72 時間  

1 人  

72 時間  

1 人  

72 時間  

1 人  

※家族の高齢化や施設等から地域生活への移行などを考慮し、毎年 1 人の

利用を見込む。  

第６期実績（上段：年間利用時間、下段：実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

0 時間  

0 人  

0 時間  

0 人  

0 時間  

0 人  

※現在、在宅の対象者はなく、県内に指定サービス事業所もない。  

第７期見込み（上段：年間利用見込み時間、下段：実利用見込み人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

0 時間  

0 人  

0 時間  

0 人  

0 時間  

0 人  

※対象者及び指定サービス事業所もないことから、利用は見込んでいない。 

  

④「行動援護」  

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者

等で常に介護を必要とする方に、その障がい者等が行動する際に生じ得

る危険を回避するために必要な支援、外出時における移動中の介護や排

せつ、食事等の介護その他の必要な支援を行う。  

⑤「重度障害者等包括支援」  

常に介護を必要とする障がい者等であって、意思疎通を図ることに著

しい支障があり四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方並びに知的障が

い又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する方について、居宅介

護、重度訪問介護、同行援護、行動援護などの障がい福祉サービスを包括

的に提供する。  
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●日中活動系サービス  

 日中活動系サービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継

続支援、就労定着支援、療養介護、短期入所があります。これらのサー

ビスは、障がい者支援施設、グループホームを利用している方のほか、

在宅で生活している方が通所で利用することもできます。  

 

第 6 期実績（上段：年間利用日数、下段：実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

37,558 日  

159 人  

38,047 日  

169 人  

39,422 日  

172 人  

※利用者数は増加傾向にある。  

第 7 期見込み（上段：年間利用見込み日数、下段：実利用見込み人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

40,109 日  

175 人  

40,762 日  

178 人  

41,449 日  

181 人  

 

  

⑥「生活介護」  

常に介護が必要な方に、主として昼間において、施設で入浴、排

せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事などに加え、生活

等に関する相談などに必要な日常生活上の支援を行い、創作的活動

や生産活動の機会の提供、身体機能又は生活能力向上のために必要

な支援を行う。  
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第 6 期実績（上段：年間利用日数、下段：実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

0 日  

0 人  

0 日  

0 人  

0 日  

0 人  

※サービスを提供できる事業所が圏域になく、令和４年度（ 2022 年度）ま

での利用はない。  

第 7 期見込み（上段：年間利用見込み日数、下段：実利用見込み人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

0 日  

0 人  

0 日  

0 人  

0 日  

0 人  

※圏域に指定サービス事業所がないことから利用は見込んでいない。  

第 6 期実績（上段：年間利用日数、下段：実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

337 日  

2 人  

432 日  

4 人  

804 日  

4 人  

※ほぼ横ばい傾向である。  

第 7 期見込み（上段：年間利用見込み日数、下段：実利用見込み人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

804 日  

4 人  

804 日  

4 人  

804 日  

4 人  

 

  

⑦「自立訓練（機能訓練）」  

地域で生活する上で、身体機能や生活能力の維持、向上等のため、

一定の支援が必要な身体障がい者及び難病等対象者に、施設への通

所や在宅への訪問により、理学療法や作業療法など必要なリハビリ

テーション、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行う。 

⑧「自立訓練（生活訓練）」  

障がい者に、入浴や排せつ、食事等の自立した日常生活を営むた

めに必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を

行う。  

サービスの利用期間は原則として 2 年間となっている。  
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第 6 期実績（上段：年間利用日数、下段：実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

3 ,161 日  

17 人  

2 ,952 日  

16 人  

3 ,945 日  

19 人  

※実利用人数は減少傾向にある。  

第 7 期見込み（上段：年間利用見込み日数、下段：実利用見込み人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

3 ,519 日  

17 人  

3 ,519 日  

17 人  

3 ,519 日  

17 人  

第 6 期実績（上段：年間利用日数、下段：実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

4 ,913 日  

23 人  

5 ,731 日  

32 人  

6 ,427 日  

34 人  

※利用者数は増加傾向にある。  

第 7 期見込み（上段：年間利用見込み日数、下段：実利用見込み人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

6 ,805 日  

36 人  

7 ,183 日  

38 人  

7 ,561 日  

40 人  

  

⑨「就労移行支援」  

一般企業への就労を希望する 65 歳未満の障がい者に、生産活動、

職場体験その他の活動の機会を提供するとともに、就労に必要な知

識及び能力向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、適性

に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な

相談等の支援を行う。  

サービスの利用期間は原則として 2 年間となっている。  

⑩「就労継続支援（A 型）」  

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者であって、適切

な支援により雇用契約等に基づいて就労する方について、生産活動

その他の活動の機会の提供など就労に必要な知識及び能力の向上の

ために必要な訓練や支援を行う。  



- 20 - 

第 6 期実績（上段：年間利用日数、下段：実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

38,111 日  

197 人  

39,134 日  

216 人  

41,551 日  

212 人  

※事業所の増加に伴い、平成 30 年度（ 2018 年度）までは利用者が増加し

ているが、介護保険等への移行により減少傾向にある。  

第 7 期見込み（上段：年間利用見込み日数、下段：実利用見込み人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

41,730 日  

214 人  

42,120 日  

216 人  

42,510 日  

218 人  

 

  

⑪「就労継続支援（B 型）」  

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者であって、通常

の事業所に雇用されていたが年齢、心身の状態などの事情により引

き続きその事業所に雇用されることが困難となった方や、就労移行

支援によっても通常の事業所に雇用されることが困難であった方に

ついて、生産活動その他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識

及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行う。  



- 21 - 

第６期実績（実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

11 人  3 人  3 人  

※一般就労への移行に伴い変動する。  

第 7 期見込み（実利用見込み人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

5 人  10 人  15 人  

※国の指針（令和８年度に令和３年度の 1.41 倍）に基づき見込む。  

第６期実績（実利用人数）  令和 5 年度は見込み》  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

10 人  10 人  11 人  

 

第 7 期見込み（実利用見込み人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

11 人  11 人  11 人  

 

  

⑫「就労定着支援」  

就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した障がい者であって、

就労に伴う環境変化により生活面での課題が生じている方に、相談

を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との

連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要な支援を行う。  

⑬「療養介護」  

病院において日常生活上の世話や医療を必要とする障がい者であ

って、常時介護を必要とする方に、主として昼間において、病院で

の機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護及び日

常生活上の世話を行う。  
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第 6 期実績（上段：年間利用日数、下段：実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

557 日  

19 人  

500 日  

21 人  

528 日  

20 人  

※実利用人数は横ばい傾向である。  

第 7 期見込み（上段：年間利用見込み日数、下段：実利用見込み人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

572 日  

22 人  

624 日  

24 人  

676 日  

26 人  

 

●居住系サービス  

居住系サービスは夜間や休日に生活の場を提供するサービスであり、

日中活動系サービスと組み合わせての利用ができます。サービスとし

ては、自立生活援助、共同生活援助（グループホーム）、施設入所支援

があります。  

第６期実績（実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

0 人  0 人  0 人  

第 7 期見込み（年間実利用人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

1 人  1 人  1 人  

※障がい者支援施設等から地域での一人暮らしを希望する者の中で、1 人の

利用を見込む。   

⑭「短期入所」  

在宅で障がい者等の介護をする方が病気の場合などに、障がい者

支援施設等へ短期間入所し、夜間も含め入浴、排せつ及び食事の介

護その他必要な支援を行う。  

⑮「自立生活援助」  

障がい者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を

希望する知的障がい者や精神障がい者などについて、本人の意思を

尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な

巡回訪問や随時の対応により、障がい者の理解力、生活力等を補う

観点から、適時のタイミングで適切な支援を行う。  
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第 6 期実績（年間実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

82 人  81 人  80 人  

※実利用人数は横ばい傾向である。  

 

第 7 期見込み（年間実利用人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

82 人  84 人  86 人  

※障がい者支援施設等から地域での一人暮らしを希望する者を見込む。  

 

第 6 期実績（年間実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

82 人  84 人  83 人  

※利用者は横ばい傾向にある。  

 

第 7 期見込み（年間実利用人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

83 人  83 人  83 人  

 

  

⑯「共同生活援助（グループホーム）」  

共同生活を行う住居に入居している障がい者に、夜間や休日にそ

の住居において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び

掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先等の関係機関

との連絡、その他必要な日常生活上の世話を行う。  

⑰「施設入所支援」  

施設に入所する障がい者に、夜間や休日において入浴、排せつ及

び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日

常生活上の支援を行う。  
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●相談支援  

障がい者が自立した生活を営むことができるよう、以下のような事

業を実施しています。  

障がい福祉サービス利用支援を行う「計画相談支援」と、障がい者の

地域生活への移行に向けた「地域相談支援（地域移行支援・地域定着支

援）」があります。  

 

第 6 期実績（年間利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

447 人  487 人  517 人  

※障がい福祉サービスの利用の増加に伴い増加傾向。  

第 7 期見込み（年間実利用人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

517 人  517 人  517 人  

 

 

  

⑱「計画相談支援」  

障がい福祉サービス又は地域相談支援を利用する障がい者に対

し、指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画の作成を行う。

またその計画の見直しに当たっては、障がい福祉サービス等の利用

状況を検証し、障がい者の意向その他の事情を勘案し、関係者との

連絡調整等を行う。  
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第 6 期実績（年間実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

1 人  1 人  1 人  

※利用者は横ばい傾向にある。  

第 7 期見込み（年間実利用人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

1 人  2 人  3 人  

※施設入所者や入院中の精神障がい者数から退所・退院可能な人数を勘案し

て見込む。  

 

第 6 期実績（年間実利用人数）令和 5 年度は見込み  

第６期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

2 人  3 人  3 人  

※利用者は横ばい傾向にある。  

第 7 期見込み（年間実利用人数）  

第７期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

3 人  3 人  3 人  

※同居している家族による支援が受けられない障がい者数及び地域生活へ

の移行者数を勘案して見込む。   

⑲「地域移行支援」  

障がい者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入

院している精神障がい者に、相談支援事業所が、住居の確保、その

他地域移行のための活動に関する相談、地域移行のための障がい福

祉サービス事業所等への同行支援等を行う。  

⑳「地域定着支援」  

居宅で単身生活をする障がい者又は家庭の状況等により同居して

いる家族による支援が受けられない障がい者に、常時の連絡体制を

確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急

訪問、緊急対応等を行う。  
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（ 2）地域生活支援事業  

①理解促進研修・啓発事業  

障がい者等や障がい特性等に関する地域住民の理解を深め、心のバ

リアフリーの推進を図ることで、障がい者等が住み慣れた地域で安心

して生活を送ることができるよう、研修及び啓発活動を実施します。 

第７期見込み  

令和６年度  令和７年度  令和８年度  

実施  実施  実施  

②自発的活動支援事業  

障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる

ようにするための障がい者等、その家族、地域住民等による地域にお

ける自発的な活動を支援することにより、心のバリアフリーの推進及

び共生社会の実現を図ります。  

第７期見込み  

令和６年度  令和７年度  令和８年度  

実施  実施  実施  

③相談支援事業  

障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、障がい

福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行います。  

第７期見込み（委託事業所数）  

令和６年度  令和７年度  令和８年度  

1 か所  1 か所  1 か所  

 

※参考  第６期実績（上段：年間相談件数  下段：実利用人数）  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

1 ,424 件  

160 人  

1 ,246 件  

144 人  

1 ,532 件  

171 人  

※令和５年度は見込み  
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④成年後見制度利用支援事業  

成年後見制度の利用に必要な経費の負担が困難な方には、その費用

の一部を助成し、申立人がいない方には。市長が代わって申立人にな

り、制度の利用を図ります。  

第６期実績（年間実利用人数）  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

0 人  0 人  0 人  

※令和５年度は見込み  

第７期見込み（年間実利用人数）  

令和６年度  令和７年度  令和８年度  

1 人  2 人  2 人  

 

⑤成年後見制度法人後見支援事業  

山陽小野田市社会福祉協議会が行う法人後見制度との連携を図りな

がら、障がい者が適切に成年後見制度を利用できる様、取組みます。  

  



- 28 - 

⑥意思疎通支援事業  

市社会福祉協議会と連携し、聴覚障がい等により意思疎通を図るた

めに支援が必要な方に、手話通訳や要約筆記に係る意思疎通支援者の

派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的としています。  

第６期実績（上段：年間利用回数  下段：実利用人数）  
 

令和 3 年度  令和４年度  令和５年度  

手話通訳  
81 回  

５  人  

102 回  

 6 人  

９ 1 回  

６  人  

要約筆記  
1 回  

1 人  

３  回  

１  人  

３  回  

１  人  

遠隔手話  
0 回  

0 人  

0 回  

0 人  

2 回  

2 人  

※令和５年度は見込み  

第７期見込み（上段：年間利用回数  下段：実利用人数）  

 令和 6 年度  令和 7 年度  令和 8 年度  

手話通訳  
９ 1 回  

６  人  

９１  回  

６  人  

９１  回  

６  人  

要約筆記  
３  回  

１  人  

３  回  

１  人  

３  回  

１  人  

遠隔手話  
2 回  

2 人  

2 回  

2 人  

2 回  

2 人  

 

※参考  意思疎通支援者登録者数  

第６期実績（登録者数）  

 令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

手話通訳  25 人  22 人  24 人  

要約筆記  11 人  12 人  16 人  

※令和５年度は見込み  
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⑦日常生活用具給付事業  

障がい者等に対し、日常生活用具の給付や住宅改修費を助成するこ

とにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とし

ます。  

 
第６期実績（年間給付件数）  

 令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

介護・訓練支援用具  1 件  4 件  3 件  

自立生活支援用具  2 件  5 件  4 件  

在宅療護等支援用具  3 件  7 件  5 件  

情報意思疎通支援用具  12 件  4 件  8 件  

排せつ管理支援用具  1,428 件  1 ,527 件  1 ,584 件  

居宅生活動作補助用具

（住宅改修）  
1 件  2 件  2 件  

合計  1 ,447 件  1 ,549 件  1 ,606 件  

※令和５年度は見込み  

※ストーマ・紙おむつは 1 か月の支給を 1 件として算出。  

 

第７期見込み（年間給付件数）  

 令和 6 年度  令和 7 年度  令和 8 年度  

介護・訓練支援用具  3 件  3 件  3 件  

自立生活支援用具  4 件  4 件  4 件  

在宅療護等支援用具  5 件  5 件  5 件  

情報意思疎通支援用具  8 件  8 件  8 件  

排せつ管理支援用具  1,643 件  1 ,704 件  1 ,767 件  

居宅生活動作補助用具

（住宅改修）  
2 件  2 件  2 件  

合計  1 ,665 件  1 ,726 件  1 ,789 件  
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⑧手話奉仕員養成研修事業  

聴覚障がい・音声又は言語機能障がい者等が円滑に意思疎通できる

よう、手話によりコミュニケーションの支援を行う手話奉仕員を養成

する研修を行います。  

また、意思疎通支援事業を一層推進するために、養成研修を受講済み

の手話奉仕員に対するスキルアップ研修を実施します。  

第６期実績（上段：手話奉仕員養成講座受講者数  下段：手話奉仕員登録人数）  

令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

22 人  

0 人  

20 人  

0 人  

２ 8 人  

2 人  

※令和５年度は見込み  

第７期見込み（手話奉仕員登録見込み者数）  

令和 6 年度  令和 7 年度  令和 8 年度  

0 人  2 人  0 人  

※手話奉仕員養成講座は２年間受講で修了となります。令和６年度及び令和

８年度は修了年のため、令和７年度及び令和９年度の登録を見込みます。  

 

⑨移動支援事業  

屋外での移動が困難な障がい者等に対して、社会生活上必要な外出

や余暇活動等の社会参加のための外出時に、移動の介助等の支援を行

います。  

第６期実績（上段：年間利用時間  下段：実利用人数）  

令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

51 時間  

3 人  

128 時間  

5 人  

644 時間  

8 人  

※令和５年度は見込み  

第７期見込み（上段：年間利用時間  下段：実利用人数）  

令和 6 年度  令和 7 年度  令和 8 年度  

828 時間  

9 人  

920 時間  

10 人  

1 ,012 時間  

11 人  
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⑩地域活動支援センター  

地域活動支援センターは、障がい者等に創作的活動・生産活動の機会

の提供、社会との交流の促進などのサービスを提供するものです。  

地域活動支援センターは１か所実施していましたが、令和５年度に

廃止となりました。令和６年度以降の新たな実施に努めます。  

第６期実績（一日当たりの利用人数）  

令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

9 人  8 人  0 人  

※令和５年度は見込み  

第７期見込み  

令和６年度  令和７年度  令和８年度  

実施  実施  実施  

 

⑪日中一時支援事業  

障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の

就労支援や障がい者を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減

を図ります。  

第６期実績（上段：年間利用回数  下段：実利用人数）  

令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

6 ,819 回  

107 人  

7 ,115 回  

107 人  

7 ,326 回  

111 人  

※令和５年度は見込み  

第７期見込み（上段：年間利用回数  下段：実利用人数）  

令和 6 年度  令和 7 年度  令和 8 年度  

7 ,458 回  

113 人  

7 ,590 回  

115 人  

7 ,722 回  

117 人  
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⑫訪問入浴サービス事業  

重度の身体障がいがあるため、入浴が困難な方の居宅に移動入浴車

で訪問し、入浴サービスを行います。  

第６期実績（上段：年間利用回数  下段：実利用人数）  

令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

103 回  

1 人  

175 回  

2 人  

208 回  

2 人  

※令和５年度は見込み  

第７期見込み（上段：年間利用回数  下段：実利用人数）  

令和 6 年度  令和 7 年度  令和 8 年度  

312 回  

3 人  

312 回  

3 人  

312 回  

3 人  

 

⑬その他の事業  

●障害者緊急時短期入所事業  

障がい者が地域で安心して暮らすための支援体制を整備することに

より、障がいがあっても自ら選んだ地域で暮らしていけるよう、緊急一

時的な居室を確保します。  

●芸術・文化講座開催等事業  

芸術文化活動を通じて、障がい者等の社会参加を促進することを目

的に、芸術・文化活動の発表の場の設置や情報提供を行います。  

 

●点訳・音訳事業  

文字による情報入手が困難な視覚障がい者に対し、点訳・音訳など分

かりやすい方法で、市広報や「障がい福祉のしおり」等を作成し、情報

提供を行います。  

 

●自動車運転免許取得・改造事業  

身体障がい者又は知的障がい者が自動車運転免許を取得する場合の

経費や、重度の肢体不自由障がい者が自動車を改造する場合に、費用の

一部を助成します。  
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第４章  障がい児福祉サービス等の円滑な推進  

 

１  障がい児福祉サービス等の見込量の設定  

 地域における児童数の推移、現に利用している障がい児の数、障がい

児等のニーズ、保育所等での障がい児の受入状況、平均的な一人当たり

の利用量や令和２年度（2020 年度）から令和４年度（2022 年度）

までの実績等を分析し、令和 6 年度（2024 年度）から令和８年度

（2026 年度）までの利用数及び必要なサービス量を見込みました。  

 

（ 1）障がい児支援  

第 2 期実績（上段：年間利用日数、下段：は実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第２期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

5 ,391 日  

48 人  

5 ,458 日  

52 人  

6 ,302 日  

52 人  

※利用児は横ばい傾向である。  

第３期見込み（上段：年間利用見込み日数、下段：実利用見込み人数）  

第３期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

6 ,302 日  

52 人  

6 ,302 日  

52 人  

6 ,302 日  

52 人  

 

第 2 期実績（上段：年間利用日数、下段：は実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第２期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

0 日  

0 人  

0 日  

0 人  

0 日  

0 人  

※現在利用はない。  

第３期見込み（上段：年間利用見込み日数、下段：実利用見込み人数）  

第３期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

0 日  

0 人  

0 日  

0 人  

0 日  

0 人  

②児童発達支援（医療型）  

肢体不自由のある障がい児に、児童発達支援や治療を行う。  

 

①  児童発達支援（福祉型）  

未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識

技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。  
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第 2 期実績（上段：年間利用日数、下段：は実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第２期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

17,868 日  

116 人  

19,597 日  

131 人  

20,868 日  

138 人  

※事業所の増加やサービス内容の浸透、医療機関等からの紹介があり、利用

者が年々増加傾向にある。  

第３期見込み（上段：年間利用見込み日数、下段：実利用見込み人数）  

第３期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

21,895 日  

145 人  

22,952 日  

152 人  

24,009 日  

159 人  

 

第 2 期実績（上段：年間利用日数、下段：は実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第２期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

6 日  

3 人  

４  日  

２  人  

４  日  

２  人  

※利用児は横ばい傾向である。  

第３期見込み（上段：年間利用見込み日数、下段：実利用見込み人数）  

第３期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

6 日  

3 人  

6 日  

3 人  

6 日  

3 人  

 

  

③放課後等デイサービス  

学校教育法第 1 条に規定する学校（幼稚園、大学を除く。）に就学

している障がい児に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会と

の交流の促進等を行う。  

④保育所等訪問支援  

児童が集団生活を営む施設を訪問し、専門的な支援が必要と認め

られた障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適

応のための専門的な支援等を行う。  
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第 2 期実績（上段：年間利用日数、下段：は実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第２期  

令和３年度  令和４年度  令和５年度  

0 日  

0 人  

0 日  

0 人  

0 日  

0 人  

※現在利用はない。  

第３期見込み（上段：年間利用見込み日数、下段：実利用見込み人数）  

第３期  

令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

0 日  

0 人  

0 日  

0 人  

0 日  

0 人  

 

第２期実績（実利用人数）  令和 5 年度は見込み  

第２期  
令和３年度  令和４年度  令和５年度  

164 人  183 人  190 人  

第３期見込み（実利用見込み人数）  

第３期  
令和 6 年度  令和７年度  令和８年度  

197 人  204 人  211 人  

※障がい児通所支援の利用増加に伴い、相談支援の利用も増加を見込む。  

  

⑤居宅訪問型児童発達支援  

重症心身障がい児等の重度の障がい児等であって、児童発達支援

等の障がい児通所支援を受けるために外出することが困難な障がい

児に対して、障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な

動作の指導、知識技能の付与等の支援を行う。  

⑥障がい児相談支援  

障がい児通所支援を利用する障がい児に対し、指定障がい児相談

支援事業者が障がい児支援利用計画の作成を行う。また、その計画

の見直しに当たっては、障がい児通所支援の利用状況を検証し、障

がい児の心身の状況、その置かれている環境、当該障がい児又はそ

の保護者の意向その他の事情を勘案し、関係者との連絡調整等を行

う。  
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（ 2）その他の事業  

①難聴児補聴器購入費等の助成  

言語能力の健全な発達や学力の向上を図るため、18 歳未満の軽

度・中等度難聴児に対して、基準を定め補聴器を購入する経費等の

一部を助成します。  

②小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付  

在宅での生活を支援するため、小児慢性特定疾患児に対して、基

準を定め日常生活用具を給付します。  
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